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第 1 章 土浦市の現状と課題 

1-1 人口・財政 

1-1-1 人口 
1-1-1-1 全人口推計 
 土浦市全体での人口推移を図 1-1-1 にまとめる。2015 年までは国勢調査の結果を、それ
以降は社人研の推計値[1]を使用している。図から、2000 年代までの人口増加期、そこから
2010年頃までの人口停滞期、それ以降の減少期に大別することができ、将来的にも減少傾
向が続くことが予想されている。停滞期には人口の最大値として約 14.4万人前後があり、
そこからは 2015 年の約 14 万人など数千人規模での減少が始まっていることが窺える。ま
た、2035年には約 12.1万人まで減少すると見込まれているなど減少のペースは速く、
2005年を軸に線対称の様相を呈している。 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-1 土浦市の人口推移     図 1-1-2 三区分年齢別人口割合の推移 
 全人口を年少人口(0～14 歳)、生産年齢人口(15～64 歳)、老年人口(65 歳～)の 3区分で
分割して傾向を見ると図 1-1-2のようになった。このデータは 2015 年までは国勢調査の
実績値を、それ以降は『国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2(H27 国
調対応版)」から得た推計値(コーホート要因法小地域・データ修正なし)を基に割合を算出
した。棒グラフが人口(数)を、折れ線グラフがそれぞれの階級の全人口に占める割合を表
している。このことから、年少人口及び生産年齢人口の減少、老年人口の短期的増加と長
期的現象が予想される。 
1-1-1-2 地区別人口推計 
 この推計を実施する際には先述した『国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツ
ール V2(H27 国調対応版)」』を使用した。その理由として既存の人口推計が市町村単位で
あることに対してツールは小地域ごとの推計を行うことを目的に開発されたという経緯が
あるためである。また、予測期間をツールが元データとして使用する 2015 年国勢調査か
ら 20 年後の 2035 年までのスパンを採用したが、これはツールの予測精度とマスタープラ
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ン等の策定時の計画スパンが約 20 年であることに起因している。結果を図 1-1-3に示
す。 

 
図 1-1-3  2015 年と 2035 年の地区別人口推移 

 
 ここから全体的には人口減少を示す青系統の色へのシフトが多く見られるが、一方で増
加傾向を示した地点が 4か所あったため、以下にまとめる。 

 
(i) おおつ野 6、7、8 丁目 
→土浦協同病院を核とした「土浦ニュータウンおおつ野ヒルズ」の建設による住宅地整備の
影響と予想される。小規模な空間のみで完結しており、周辺地域への影響は小さいと考え
られる。 

(ii) 滝田 1、2丁目、港町 2丁目、桜町 4 丁目、湖北 1 丁目 
→土浦駅周辺の地域から土浦駅前の再開発事業による周辺地域での住宅需要の増大が影響
かと予想される。 

(iii) 中都町 1 丁目、東若松町 
→都和小、都和中、土浦厚生病院に徒歩で安全に通える地域の住宅需要の増大が影響と予想
される。小規模な空間のみで完結しており、周辺地区への影響は小さいと考えられる。 

(iv) 中村南 2 丁目、中村町 1区(大字中) 
→大字中で宅地開発の予兆があり、住宅需要の拡大が影響していると思われる。 
  

中学校区単位での人口推計を、「土浦市まち・ひと・しごと創成人口ビジョン・総合戦略」
[2](以下「まちひとしごと」と記載)内での中学校区に関する記載を将来推計で行った場合
と比較した。 
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「まちひとしごと」によると三・五中は人口増、二・四中は人口規模維持、一・六・都
和・新治中は人口減少の傾向があると記載されていたが、2035 年度時点までの将来人口推
移の結果(図 1-1-4)からは一・三・五中で規模を維持または微増、その他で人口減少という
結果を示した。また、「まちひとしごと」内の 3 区分年齢別人口割合(H22)と H47 予測値
での割合を比較すると一・三中で年少人口割合をほぼ維持するという特徴を示した。上記
を踏まえると、市全体では人口の大幅減少が見込まれ労働力が減少するように見えるが、
中学校区別で見ると人口規模を維持する校区や年少人口割合を維持する校区など特徴を
持つ地区も存在している。よって、地区ごとの計画の重要性が高いといえ、特性に合った
計画作りが求められているといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-4 中学校区別人口推移予測 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       図 1-1-5 三区分年齢別人口割合の推移 
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将来人口ではどうなるかを検討したものが図 1-1-4 である。その結果として、一中、三
中では年少人口割合を維持するというものがあり、上記の地区ごとの計画策定の重要性を
補強しているといえる。 
 
 立地適正化計画との関連として、住宅誘導区域と 2035 年での人口分布を比較(図 1-1-6)
すると後者で一定の人口規模がある地区全てが前者の範囲に指定されているという特徴が
あり、コンパクト化を志向する立地適正化計画の役割から考えると、住宅誘導区域への誘
導効果があるのか疑問が残る。また、先述した大字中の中村町 1 区の一部が居住誘導区域
に含まれておらず、人口予測結果との整合性に疑問を抱いた。しかし、これについては意
図的に誘導を排除している可能性もあるため必ずしも問題であるとは言い切れない。しか
し、将来人口という観点で立地適正化計画の居住誘導区域の範囲を見るとその合理性に少
しの疑問が残るという結果を示した。 

 
図 1-1-6 人口推計と立地適正化計画の範囲 
 
1-1-1-3 自然動態 
 土浦市での平成 15 年から平成 30 年にかけての出生数・死亡数の推移を表したものが図
1-1-7[3]である。土浦市の出生数は減少傾向にあり、死亡数は上昇傾向となっている。平成
20 年までは出生数が死亡数を上回る自然増の状態であったが、平成 21 年に死亡数が出生
数を上回る自然減の状態に転換した。その後は自然減が少しずつ拡大し、平成 30 年では
578 人の自然減となった。 
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図 1-1-7 平成 15 年から平成 30 年にかけての土浦市の出生数・死亡数推移[3] 
土浦市の合計特殊出生率は、茨城県平均・全国平均と同等かそれ以下の水準で推移して

いる。現在の人口規模の維持に必要な合計特殊出生率である人口置換水準は、現在の日本
では 2.07とされており、土浦市の現状の合計特殊出生率は人口置換水準と大きな差があ
る。従って、人口減少はこの先も続いていくものであると考えられる。土浦市と茨城県と
全国の合計特殊出生率の推移を表したものが図 1-1-8[2]である。 

 
図 1-1-8 昭和 60 年から平成 25 年にかけての合計特殊出生率の推移[2] 
 
1-1-1-4 社会動態 
 土浦市での平成 15 年から平成 30 年にかけての転入数・転出数の推移を表したものが図
1-1-9[3]である。平成 15 年以降では転入数・転出数ともに減少傾向にある。そして、多く
の年で転出数が転入数を上回る社会減の状態となっている。しかし、平成 30 年は 9年ぶ
りに転入超過となった。 
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図 1-1-9 土浦市の転入数・転出数の推移[3] 

 

図 1-1-10（左） 男性年齢別(5 歳階級)別純移動数の状況 
図 1-1-11（右） 女性年齢別(5 歳階級)別純移動数の状況[2] 

男性の年齢(5 歳階級)別純移動数の状況について表したものが図 1-1-10[2]、女性の年齢(5
歳階級)別純移動数の状況について表したものが図 1-1-11[2]となっている。まず、男性の純
移動の特徴として 15-19歳→20-24 歳では転出超過となっており、これは高校生の就職や進
学のためであると考えられる。20-24歳→25-29歳では大きく転入超過となっており、これ
は大学生が I ターンや U ターンにより土浦で就職しているためであると考えられる。しか
し、近年では転出超過幅が減少傾向にあり、東京方面に人口が引っ張られていると考えらえ
ることからも U ターンの減少が起きているのではないかと考えられる。25-29 歳→30-34
歳、30-34 歳→35-39 歳では昔は転入超過であったが、転出超過にシフトしており、その原
因はライフイベントの発生による市外への転出が起きていることにあると考えられる。 
また女性については 15-19 歳→20-24 歳、20-24 歳→25-29 歳では、男性ほど大きな純移動
の変動が見られない。 25-29 歳→30-34 歳、30-34歳→35-39 歳では、男性と同じように昔
は転入超過であったが、転出超過にシフトしており、その原因はライフイベントの発生によ
る市外への転出が起きていることにあると考えられる。 
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1-1-2 財政 
 

1-1-2-1 見通し 
 2018 年では 2億円の収支不足となっている。しかし、平成 2019 年以降は収支不足が深
刻化し、その額が 10 億円を上回ることが予想されている。その結果、2018 年から 2028
年までの累積収支不足額は 145。2 億円に上る見込みであり、厳しい財政状況となる。今
後は、収支額が不足している現状に至るまでの過去の財政収支把握する必要がある。その
うえで、市債、基金の活用、その年度に実施した事業についても併せて整理する。 
  
 収支不足の全てを一般財源基金（財政調整基金及び市債管理基金）で補填すると仮定す
ると、2024 年に一般財源基金が枯渇し、解消困難な財源不足が生じる見込みである。な
お、一般財源基金枯渇後の累計収支不足額は、69.3 億円になると見込まれる。2018年か
ら 2028 年において、基金の枯渇を回避するには、毎年 6.9億円の財源を、歳入の確保及
び歳出の削減により捻出する必要がある。 

 
図 1-1-12 土浦市の一般財源基金の見通し 
  
今後大幅な収支不足が見込まれ、それを一般財源基金で補填すると仮定すると、2024 年

に枯渇する見込みである。2018年 3月に行われた定例会内の基金の活用に関して述べる。 
まず、一般財源基金の活用については、「当初予算 18 億円の基金からの繰入金を 4億円

に抑えるなど、～～ 基金の枯渇が見込まれる年度は平成 36 年度へと、2年間先送りし
た。」と述べており、市が現在、基金の繰入を極力抑えようとする様子が見て取れる。 
次に、一般財源基金の枯渇については、「一般財源基金もゼロとなった場合、 ～～ 

必然的に限られた市税収入などの歳入に合わせて歳出予算を緊縮し、歳入歳出の収支を均



 
17 |  
 

衡させるより他に方法はないという状況になる」と述べており、基金の枯渇後は、財政収
支をバランスさせるために歳出の削減が余儀なくされる。 
1-1-2-2 歳入 
 以下の図は二つとも平成 30 年度決算のものである。歳入内訳において市税は全体の約
43%を占めている。また、その市税内訳においては、個人市民税が約 35%、固定資産税が
約 40%を占めている。以降では、個人市民税と固定資産税を主に取り上げる。 

図 1-1-13 歳入の内訳（平成 30 年度決算）図 1-1-14 市税の内訳（平成 30 年度決算） 
 個人市民税とは、土浦市民が負担する税金であり、均等割と所得割がある。均等割と
は、市民全員が負担する金額である。所得割とは、市民それぞれの所得によって決まる金
額である。市は、個人市民税を緩やかな増加基調となると見通している。 
 

 
図 1-1-15 個人市民税の推移と今後の見通し 
 しかし、今後土浦市の人口は減少することが見込まれており、その中でも主な納税者と
なる生産年齢人口層と老年人口層が縮減する。つまり、個人市民税のうちの均等割を負担
する市民の数が減ると見込まれる。市が増加基調と見通している個人市民税には、明確な
根拠がないように思われる。それに加え、過去の個人市民税の変動が、年度によってばら
つきがあり、今後安定した税収となるとは言い難い。 
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 固定資産税とは、市内に土地、家屋、償却資産を所有する者に課される税金である。都
市計画税は、市街化区域内にある土地、家屋の所有者に課される税金である。 
表 1-1-1 固定資産税・都市計画税の税率 
 課税者 税率 
固定資産税 土地、家屋、償却資産の所有者 課税標準額の 1。4% 
都市計画税 市街化区域内にある土地、家屋の所

有者 
課税標準額の 0。3% 

  
 この地価分布、固定資産税は、企業誘致や商業地域の活性化等の判断材料になりうる。
固定資産税額の推移を以下に示す。これは土浦市の住宅の平均価格と似たような経年変化
の動きがみられる。 

 
図 1-1-16 固定資産税額の推移 
 
 また個人でなく法人の税として、法人市民税がある。この税金は均等割と法人税率の 2
種類がある。均等割は、法人の資本金額や従業員数の大きさで決まり、6万円～360 万円
となっている。法人税割は、法人の収益によって決まり、法人税額の 14.7%となってい
る。 
 
1-1-2-3 歳出 

 まず、民生費の推移に着目する。民生費は歳出の 3 割超を占める重要な費用科目であ
り、増加を続けている。後述する民生費を構成する科目の分析から、民生費の増加の主要な
原因は高齢者の増加、それに伴う障害者の増加、民間の保育施設の支援の充実に集約される
と考えられる。また、これらの費用は社会福祉サービスとして十分に供給される分野に充当
されており、義務的経費という側面が強く、安易に縮減の対象とすることはできないと言え
る。 
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右図の民生費の内訳をみると、社会福祉費、児童福祉費が占める割合が高く、どちらも増
加傾向を示している。以降では、社会福祉費、児童福祉費の詳細をみることで民生費の増加
の原因を示していく。 

図 1-1-17 歳出と民生費の推移     図 1-1-18 民生費の推移 
 
 また、社会福祉費において、社会福祉総務費と障害者福祉費の占める割合が高く、どち
らも増加を続けている。児童福祉費も年間を通じて増加している。これは、少子高齢化お
よび統廃合の影響を受けているとみられる。 
 

 
図 1-1-19 社会福祉費の推移 

 
図 1-1-20 児童福祉費の推移 
 
 歳出を性質別に推移でみると、以下の図のようになる。 
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図 1-1-21 性質別歳出の推移 
  性質別歳出における投資的経費とは、公共施設、道路の建設や用地購入など社会資本
の形成に資する経費とされ、具体的には公共施設およびインフラ施設（道路・橋梁、上下水
道・処理施設）の改修・更新費に当たる。 
 土浦市は、2016 年度から作成している「長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方」
において、市の将来的な財政の見通しを発表している。以下の図は、2018 年度までの実際
の投資的経費の推移と、2018 年度「長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方」におけ
る 2019 年度以降の投資的経費の見通しを示している。2021 年度以降の見通し額が 35 億円
で一定となっている。この見通しは、2016 年度に市が策定した「公共施設等総合管理計画」
における投資的経費の試算に基づいて作成されている。以降は、上述の 2 つの計画で書か
れている投資的経費の見通しの試算方法をみていく。 

 
図 1-1-22 投資的経費の推移および見通し 

 
 まず、公共施設の改修・更新費は、「公共施設等総合管理計画」において、2010～2014
年度の平均額である 16.5億円を歳出可能額として基準に置き、既存の施設にかかる今後
40 年間の改修・更新費の平均額を 50.4億円と算出し、平均すると毎年 33.9億円の不足が
出るとされている。インフラ施設の改修・更新費は、「公共施設等総合管理計画」におい
て、公共施設と同様の方法により試算している。歳出可能額は 42.9億円、平均必要額が
74.8 億円であり、不足額は 31.9 億円となっている。 
 これら 2 つの試算の結果、公共施設の平均改修・更新費 18.9億円、インフラ施設（道
路・橋梁）の平均改修・更新費 16.1 億円の合計として、投資的経費 35 億円という見通し
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となっている。 
以上の試算の問題点として、次のようなものが挙げられる。 
・改修・更新を行わずに施設の長寿命化をするという仮定は現実的ではない 
・40 年間で公共施設床面積を 30％縮減した場合、行政サービスの不足が懸念される 
・「公共施設等総合管理計画」内で行われていないインフラ施設（道路・橋梁）の長寿命
化を想定し、具体的な試算方法を明示せずに改修・更新費の大幅な縮減を仮定している。 
 
 

1-2 都市構造・交通 

1-2-1 地区別の都市構造  
 まず土浦市の特徴について地区ごとに分けて述べる。土浦市は市内にある JR 常磐線土
浦駅を中心とした土浦市街地、神立駅を中心とした神立市街地、荒川沖駅を中心とした荒
川沖市街地の 3 つの市街地が存在する。このうち中央に位置する土浦市街地が最も大きく
土浦市内での中心的地位となっている。神立市街地、荒川沖市街地は土浦市街地よりも小
規模であるが土浦市街地を補う形で比較的発展している。土浦市が現在出している土浦市
都市計画マスタープランにおいて土浦市は前述の 3 つの市街地を含む中学校区の集まりを
地域生活圏としてとらえそれぞれ「中央地区」「北部地区」「南部地区」としている。それ
に加え新たに合併した新治地区も旧新治村としてまとまった地域となっていることから一
つの地域生活圏とし「新治地区」としている。今回はその地区分けを用いて地区ごとの構
造を調査した。 

 
図 1-2-1 土浦市の地区 4 区分 
1-2-1-1 中央地区 
 中央地区は市域の中央に位置し土浦市の中心市街地を形成している。JR常磐線土浦駅が
存在し特急停車駅であるため東京、水戸方面からの鉄道での玄関口となっている。土浦駅
周辺が土浦市内でも最も発展している市街地となっているがその周辺にも市街地が広がっ
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ている。中央地区北部にはつくば国際大学、つくば国際短期大学、土浦第一高等学校など
高等教育機関が存在し文京地区となっている。土地利用では全体のうち都市的土地利用が
60.4%で自然的土地利用が 39.6%を占めている。市街化区域の中では住宅・併用住宅が約
37%を占め他地区と比べて住宅の割合が多い他、公共・文教厚生が約 8%で他地区よりも
充実していることがわかる。市街化調整区域では農地に次いで多いのが原野・荒地であ
り、山林は少ない。 
 
1-2-1-2 北部地区 
 北部地区は市域の北東に位置し神立駅周辺に市街地が存在する。神立市街地には大規模
な工場が多く立地しているのが他地区と比較して大きな特徴となっている。霞ヶ浦に面し
た南側には農地が広がっているがそこから少し陸側のおおつ野地区は区画整理事業が行わ
れニュータウンが形成されているほか土浦協同病院が置かれ医療施設も整備された。土地
利用では地区全体で見ると都市的土地利用が 39.3％、自然的土地利用が 60.7％を占めて
いて自然的利用が多い地区である。市街化調整区域の中では工業・運輸が約 26%を占めて
いて地区全体でも 6.6%であり 4 つの地区と比べて割合が多いのが大きな特徴である。 
 
1-2-1-3 南部地区 
 南部地区は荒川沖市街地を含み比較的市街地化が進行している地区である。駅北側の国
道 6号バイパス沿線に商業施設が多数立地している他、阿見町境界に自衛隊霞ヶ浦駐屯地
が存在する。西はつくば市と接しており首都圏中央連絡自動車道つくば牛久 IC が近く、
車での交通利便性は高い。地区全体では都市的土地利用が 57.9％、自然的土地利用が
42.1％を占めていて都市的土地利用が多い地区である。市街化区域の中では住宅・併用住
宅が 42%を占めベッドタウンとしての性格が強い。 
 
1-2-1-4 新治地区 
 市域の北西に位置し筑波山麓を有しており農地や山林が多いのが特徴である。しかし国
道 125 号沿いには市街地が存在しており全くの農村という訳ではない。この国道 125 号は
土浦北 ICで常磐自動車道に接続する他北西方面でつくば市へ南東方面で土浦市街地へ続い
ている。2012 年に新治地区の北に位置する石岡市方面へ接続する朝日トンネルが開通し車
での交通の便は良くなっている。地区全体の土地利用は都市的土地利用が 25.1％、自然的
土地利用が 74.9％で自然的土地利用が圧倒的に多い。農地の割合が 41%と 4 つの地区で最
も多く、また山林の割合が 26.7%と他の地区より多く自然を多く残していることが特徴と
してあげられる。 
 

1-2-2 手段別の交通 
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1-2-2-1 鉄道 
 土浦市には JR常磐線の荒川沖駅、土浦駅、神立駅の 3 つの駅がある。土浦市の鉄道利

用者数の推移としては中長期的には減少傾向ではあるものの、短期的には土浦駅や神立駅
では横ばいとなっている。また、平成 27年に上野東京ラインが開通したことで一部の電車
が東京駅及び品川駅直通となり、利用者にとっては利便性が大きく向上したと言える。 
平成 29年土浦市地域公共交通網形成計画の市民アンケート調査では公共交通に対する満

足度は図 1-2-2 のような結果が得られた。ほかの公共交通と比べて JR 常磐線は、比較的満
足度が高いと言える。 
一方で、JR常磐線を利用しにくい理由の市民アンケート結果は図 1-2-3 のようになってい
る。 

図 1-2-2 公共交通の満足度       図 1-2-3 公共交通を利用しにくい理由 
 
 回、JR 常磐線関する課題として、常磐線の運行便数、土浦駅前ロータリーの混雑、土浦
駅周辺の駐車場料金についてを取り上げる。土浦市内にある JR 常磐線の 3駅のいずれに
も遠い人が多くいることが分かる。また、その運行本数が少ないことが原因で鉄道を利用
しにくいと思っている人が多いことが分かる。実際に JR常磐線の平日及び休日の運行本
数を種類別に分けて調べると、現在の鉄道運行状況は表 1-2-1 のようになっている。 
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表 1-2-1 JR常磐線の運行本数（令和 1 年 11 月） 

 
 また、鉄道を利用しにくい他の理由として駅周辺の駐車場に関してが挙がっている。特
に大規模な市営駐車場の料金に関して適切であるのか、その利用率とともに考える必要が
ある。そして、近年整備された土浦駅の西口のロータリーでは、現在でも通勤通学の送迎
などが原因で時間帯によっては非常に混雑するという問題も考えられる。 
 
 
表 1-2-2 公共交通を利用しにくい理由 

普通 特別快速 特急 その他 合計
平日 63 6 24 1 94
休日 62 6 28 2 98
平日 42 0 22 1 65
休日 45 0 24 2 71
平日 63 6 3 0 72
休日 62 6 2 0 70
平日 61 6 6 0 73
休日 59 6 6 0 71
平日 42 0 0 0 42
休日 42 0 0 0 42
平日 42 0 0 0 42
休日 45 0 0 0 45

土浦駅

荒川沖駅

神立駅

上り

下り

上り

下り

上り

下り
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1-2-2-2 自転車 
 茨城県警察・交通白書（平成 30 年度）によると、土浦市で自転車が関係した交通事故

の発生件数は 100 件(前年比 -29)、死者数は 0 人(前年比 -1)、負傷者数は 98 人(前年比 -
28)である。平成 30 年度の発生件数に関して茨城県の他の市町村と比べると、水戸市、つく
ば市、ひたちなか市に次いで県内第 4位の発生件数である。土浦市は、様々な面で自転車の
推進をしているため観光以外の面であっても自転車の利用がしやすい環境であるべきであ
り、自転車が関係する交通事故を減らしていく必要があるだろう。 

図 1-2-4 自転車が関係した交通事故発生件数 
1-2-2-3 きららちゃんバス 

 キララちゃんバスは中心市街地の活性化を目的とし、平成 19 年から運行を開始し
た。運営は以下の団体が行っている。 
事業実施者：NPO 法人まちづくり活性化土浦 
運送事業者：関東鉄道 
事業支援者；土浦市 
キララちゃんバスの課題としてあげられるのは利用者の減少である。 
 

 

図 1-2-5 キララちゃんバス利用者数 
 

 平成 27 年の市役所の移転により市役所循環コースとして運行していた B コースの市
役所の移転と Aコースの協同病院の移転に及び運賃の改定が要因の一つとして考えられ
る。 
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 キララちゃんバスの収支率は H25 が 34.8％、H26 が 35.1％である。これは市で決定し
ている「運行経費等の 3 割以上を運賃収入及び地元の負担で確保すること」というコミ
ュニティ交通導入の条件である 3割ギリギリで運営を行っており、H27の運賃の改定はや
むを得ない状況であったといえる。当初の目的は町の活性化であり路線バスが通っていな
い需要が少ない地域であるという前提があり、グラフを見ても頭打ちとなっており、大幅
な増加は見込めない。諸要因や運賃の増加によって利用者は減少し、本来の目的である市
街地の活性化は果たせていないといえる。 
 
1-2-2-4 路線バス 
 路線バスの課題としてはカバー率の低さや相次ぐ路線バスの廃止などがあげられる。人
口カバー率の低さとしては、バス路線が廃止された新治地区での、バス路線の不足が著し
い高齢者の分布と人口カバー率を重ねてみると路線バスのニーズと路線バスの供給がかみ
合っていないことがわかる。 
 
 
 

 
図 1-2-6 75 歳以上の人口分布とバス交通 
 
バス路線の廃止は、H13から H27 の間で 43 本の路線バスの廃止が相次ぎ、廃止により、
さらに残された路線の利便性が下がり、利用者が減少し、採算がとれなくなるという悪循
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環に陥るという可能性が考えられる。 
 
1-2-2-5 乗合タクシー 
 土浦市では、車を持たない高齢者に移動手段を提供するためにデマンド型の乗合タクシ
ー「のりあいタクシー土浦」を運行している。料金は距離によって 600~1200円、他に年会
費が 2000 円かかる。利用方法は市に登録届を提出後、必要に応じて電話で予約を行う。平
成 27 年現在の登録者数は約 1000 人であり、これは利用ターゲッタである市の 65 歳以上人
口の約 2.5%にとどまっている。また、収益率は毎年 50%台で推移しており、採算が取れて
いるとは言えない。そもそも市側が狙う利用目的は主に高齢者の買い物や通院であるが、利
用料に関して、周辺自治体が同様に運行している乗合タクシーに比べて高いため交通弱者
のカバーをするには負担が大きいこと、また生協などの他のサービスに比べて利用方法が
面倒であるといった問題がある。 
 

1-2-3 渋滞と事故 
1-2-3-1 渋滞 

 国土交通省常陸河川国道事務所が公表している「茨城県の主要渋滞箇所の特定結果」に
おいて、県内全 54 の渋滞集約区間中 9区間が土浦市内である。市内の集約区間の中でも特
に渋滞が多い地域として①駅周辺、②郊外の大規模施設周辺、③国道 6 号バイパスの三ヵ
所が挙げられる。それぞれの渋滞の要因は①平日の通勤通学時間帯に駅やバス利用者の送
迎をする自家用車が集中すること。特に JRの線路を東西に横断する道路が混雑する。②特
に休日に車が集中することで渋滞する。周辺には片側 1 車線の道路も多く、車両の集中に
対する道路のキャパ不足も理由である。③高架バイパスへの流出入や通過交通の市内流入
といったことである。こうしたことから、市内の渋滞箇所は中心市街地の衰退に伴い郊外で
も発生していることや渋滞の原因には車線数など道路構造の問題もあるということが分か
る。 
また、渋滞が路線バスなどの公共交通の遅延にも繋がっている。さらに、バス路線が一車
線の道路上に多いため、バス停発着時の一時停車が渋滞を引き起こしているという側面も
ある。 
 
1-2-3-2 交通事故 
 土浦市内では年間 605 件(H30)の交通事故が発生している。特に事故が多い場所として①
土浦駅周辺と②市内北部/南部の 6号バイパスが挙げられる。それぞれの事故が発生しやす
い要因と事故の特徴は①狭い道や信号のない交差点が多く、歩行者や自転車が絡む事故が
多発している。②スピードが出る幹線道路と脇道が多く交わる。また、沿道店舗からの出入
りの際に事故が多く発生する。 
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1-2-3-3 渋滞と事故の関係 
 渋滞と事故の発生箇所を地図で見比べた際に、これらの地点は重なる特徴が見て取れた。
以表は渋滞と交通事故の関係を詳細に分析したものである。市内渋滞集約区間合計(9 区間)
と市内の道路総計について、1km あたりの事故件数を比較した。 
 
表 1-2-3 渋滞集約区間における交通事故の発生傾向 

 
  
 上表より、渋滞集約区間は他区間に比べて交通事故発生件数が約 1.6 倍であることが見て
取れ、渋滞が発生する区間と交通事故が発生しやすい区間は重なっていることが分かる。以
上のことから渋滞と事故の要因は共通する部分があり、過度な自家用車利用といった車両
の増大だけでなく、車線数や高架バイパスなどの道路構造、沿道店舗の出入りといった周辺
環境などが挙げられる。すなわち、渋滞対策と事故対策は同時に進める必要があると言える
のではないだろうか。 
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1-3 住環境 

1-3-1 中学校区の位置 
1-3-1-1 性質別人口 
 マスタープランでは、中学校区ごとに調査、それに対する政策が行われている。その中

学校区の人口、特に中学校であるため、0～14 歳の人口に注目して分析した。 
 中学校区の世帯数と人口の表を以下に示す。 

表 1-3-1 中学校区の世帯数と人口 

 
 このことから、各中学校区にまとまった人口分布があることがわかる。 

表 1-3-2 中学校区ごとの年少人口と割合 

 

 中学校区ごとの年少人口を見てみると、地区ごとに偏りはみられるが、その全年齢人
口に対する割合の地区の差は小さい。 
マスタープランでも人口減少の地区に設定されている一中地区、六中地区、都和中地

区、新治中地区では、やや低い。 
 
1-3-1-2 町丁目ごと年少人口 

 [一中］ 
町丁目が細かく数値が低くなっている。また、一中地区は、土浦駅があり、住宅地ではな
い。 
［二中・三中・四中・都和中］ 



 
30 |  
 

年少人口が多く分布している地域の中心に中学校が配置されている。 
［五中地区］ 
年少人口が北西の住宅地に集中している。そこからやや離れた位置に中学校がある。 
［新治中地区］ 
年少人口が薄く広く分布している。 
地理的な中心に中学校が配置されている。 
 
2050年の推定人口を以下に示す。 

 
図 1-3-1 2050年の土浦市の人口分布 
 

 上図より、全体的な人口減少が推定されていることがわかる。各地区で見ると、現
状、人口分布と中学校区、中学校に地理的に離れているのは、五中地区北西である。 
また、そのほかの地区では、人口分布の中心に中学校区が配置されており、中学校区分に
再編の必要はないと考えられる。しかし、将来は、土浦市全体として人口減少が見込まれ
る。2018年 3 月に新治中地区の小学校 3 校、中学校 1校が統合し、新治学園義務教育学
校という小中一貫校が開校した。今後もそのような統廃合に伴い、中学校区の再編成が必
要になると考えられる。 
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1-3-2 安全性 
1-3-2-1 交通安全性 

 現地調査を行った際ほぼすべての地区の住宅地において道が狭い、歩道がなく危ない、
見渡しが悪く危険等の問題が発見された。 

 
図 1-3-2 六中地区公民館近くの道路 

  
 図 1-3-2 は六中地区公民館近くの住宅地の道路を歩道の有無で塗り分けしたものであ

る。赤線部は歩道がある道路、青線部は歩道のない道路である。これから住宅地の多くにお
いて歩道がないことが見て取れる。また、歩道が整備されていない道を利用しての通過交通
が可能であるという構造上の問題も分かる。 

 

図 1-3-3 四中地区住宅地道路 
 
 図 1-3-3は四中地区の住宅地の道路を歩道の有無で塗り分けしたものである。赤線部は

歩道がある道路、青線部は歩道のない道路である。こちらも先に述べた 6 中地区の住宅地
の道路と同じ問題がみることができる。住宅地の多くにおいて歩道が整備されておらず、通
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過交通が可能であるという町の構造上の問題も見ることができる。この住宅地はすぐ近く
に中学校があり、歩行者が多いことが予想されこの問題は交通安全上非常に大きな問題で
あると考えられる。 

 
図 1-3-4 三中地区住宅地道路 

 
図 1-3-4 は三中地区の住宅地の道路を歩道の有無で塗り分けしたものである。赤線部は歩

道がある道路、青線部は歩道のない道路である。この地区も先に述べた 2つの例同様、住宅
地の多くにおいて歩道が整備されておらず、通過交通が可能という問題が見て取れる。上の
画像からわかるように 3 つの学校が集中しており、これらの問題は非常に危険であると言
える。道路上に「スピード落とせ」「通学路」等の表記があったが、一方通行の道を増やし
歩道を整備する等の対策を行うべきであっただろう。 
これらの例だけでなく土浦市内の多くの住宅地においてこういった特徴を見ることがで

きた。自動車が普及する前から成立していた町ではあるが、交通安全性の観点からみると問
題が多く、これらの問題は現在まで放置されていることが分かった。 
 
1-3-2-2 路上公共交通 
 市では「公共交通はおおむね人口の約 7 割がカバーされる」とあるが裏を返せば残りの
条項 3 割の地域は公共交通が不足しているということである。路上交通の種類としては「路
上バス」「街づくり活性化バス・キララちゃん」「のりあいタクシー土浦」の 3 種類である。 
特に、郊外地域の公共交通が未整備ではないかと推測される。 
 例えば、三中地区は土浦駅に行くために、自力でバス停→バスで荒川沖駅→常磐線で土浦
駅と乗り換えなければならず、時間、金銭的に非常に煩雑だといえる。 
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図 1-3-5 三中地区から土浦市への移動 
1-3-2-3 防犯 
  H30 年の刑法犯総数は 1551 人で前年比－169 人、－9.8％なのだが 1000 人当たりの犯
罪率は 11.106 で茨城県内 44 市町村中第 1位である。ちなみに日本国内の平均は 6.35 なの
で土浦市は日本屈指の「犯罪大国」であるといえるだろう。 
街頭の設置についても町内化の管轄で市は補助のみ。実際に犯罪発生率の高い現地を見て
も街灯がほとんどない地域もあった。町内会主体の街灯設置は未整備であるといえるだろ
う。 

1-3-3 保健性 
 保健性については、水辺環境に関する現状・問題点を挙げる。 
 土浦市には、一ノ瀬川・境川・新川・天の川・上備前川、桜川、備前川、花室川、乙戸川
の九つの川が流れ、市の東側は霞ヶ浦に接しているという水環境が豊かにある立地となっ
ている。土浦市も「人と自然が共生し、暮らしつながる水郷のまちつちうら」を目標として
掲げていて、霞ヶ浦を中心とした水辺環境の整備は土浦市の最重要課題の一つとなってい
る。 
 平成 27 年度市民満足度調査の環境分野では、「湖や川をきれいにする対策」の重要度は
高いが、満足度が低くなっているという調査結果が出ている。そこで私たちは、水辺環境の
整備について、湖や川の水質といった面から住環境にかかわる水辺環境についてまとめる。 
 土浦市の取り組みとして、直接的に水辺環境にかかわる計画としては、土浦港周辺広域交
流拠点基本計画と第 7 次土浦市総合計画後期基本計画の 2 つがある。土浦市周辺広域交流
拠点基本計画は、土浦市かわまちづくり計画を策定していて、ソフト・ハード施策の両面か
ら住民のコメントを収集している。第 7 次土浦市総合計画後期基本計画は、霞ヶ浦総合公
園をはじめ、宍塚大池や霞ヶ浦湖岸、桜川沿いなどの水気環境を活かした公園・緑地の整備
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や霞ヶ浦や桜川などの河川を活用し、水辺を活かしてまちづくりに結び付けるかわまちづ
くりを推進していくものである。 
 対して、平成 24年度の霞ヶ浦のイメージを聞いたアンケートでは、「大変汚れている」と
「少し汚れている」という霞ヶ浦が汚いと思った人が答える回答のパーセンテージは 76％
を占めている。このことから市民の希望と土浦市の施策の間にはまだギャップがあること
が考えられる。霞ヶ浦の水質は、全国の著名な他の湖に対して水質が悪い。一般的にきれい
な水とされる霞ヶ浦の COD環境基準（CODとは科学的酸素要求量のことで、水質の代表
的な指標のことである。）は 3.0 ㎎/L なのに対して、現在霞ヶ浦は 8.2㎎/Lであることから
もどれほど水質が悪いかがわかる。また一般的に水質の指標として扱われる全窒素濃度と
全りんの量も環境基準値を大幅に超えていて、（全窒素濃度環境基準値 0.03㎎/L、全りんの
環境基準値 0.4 ㎎/L）平成 10 年以降ほぼ横ばいであることからも、霞ヶ浦の水質は悪く、
改善もされていないことがわかる。 

 

● COD 0 ～ 3mgO/L 未満 
● COD 3 ～ 6mgO/L 未満 
● COD 6mgO/L 以上 

 
 
  
 
 
 

図 1-3-6 霞ヶ浦に流れ込む川の水質 
 
上図は身近な水環境の調査第 15 回による川の水質をプロットしたものである。赤い丸のほ
うが水質が悪いことを指しているが、霞ヶ浦の周辺を見ると赤い丸が多く分布しているこ
とから、霞ヶ浦に流れ込む周辺河川の水質もよくないことがわかる。水質汚染が住環境に与
える影響として、古くは高度経済成長期だった 1970年代以前まではイタイイタイ病や水俣
病、新潟水俣病などの公害などがあげられるが、現代において、水質汚染が住環境に与える
影響の事例としては、主としてアオコの発生であると考えられる。 
アオコの発生により引き起こされる問題としては、景観上の問題、腐敗による悪臭の問題、
利水への影響など様々な影響がある。どの影響も、有効的な水辺環境の利用をすることを妨
げ、住民の満足度を満たせない影響となる。近年では 2011 年にアオコが久しぶりに大量発
生した。このことから、土浦の水辺環境の水質については今後も考えて行かなくてはいけな
い問題であることがわかる。 
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1-3-4 利便性  
 ここでは、中心市街地の整備を中心に利便性に関する現状と問題点を挙げる。市は、都市
再生整備計画事業を平成 26 年度から 30 年度にかけて行っていた。この事業の大目標とし
て、「土浦駅を中心とした集約型都市構造の実現」と掲げられ、具体的な目標として、 
・公共公益施設を集約することによる土浦駅周辺の利便性や魅力の向上  
・土浦駅近くの霞ケ浦などの水辺と亀城公園周辺の歴史的資源を生かした魅力のある空間
の創出 
・公共交通機関の利便性・快適性を高めて利用促進することによる環境にやさしいまちづく
り 
と定められていた。 
土浦駅周辺市街地の取り組みとして、平成 27 年 9月に土浦駅の目の前に土浦市庁舎の移

転がされた。新庁舎には市民ラウンジや商業店舗、観光物産情報施設、大きな屋根のあるう
らら広場など、市民が集う場が設けられた。 
平成 29 年 11 月にはアルカス土浦がグランドオープンした。毎月さまざまなイベントを

実施したり、集客力の高い公益施設(土浦市立図書館等)が設けられたりした。 
こうした駅前の開発を通して土浦中心市街地の歩行者交通量は近年増加傾向にある。また
市民の中心市街地に対する印象は 5 年前と比べて、「とても賑わいが感じられるようになっ
た」「部分的に賑わいが感じられるようになった」と答えた人が半数を超えた。 

 
図 1-3-7 中心市街地に対する印象 
 

 この結果を見ると土浦市街地は一見賑わっているようにも感じられる。しかし本当に
賑わっているのだろうか。 
土浦市中心市街地の空き家店舗数の変化を見ると平成 24 年からほぼ横ばいで、空き家が

減少したとは言えない。また中心市街地の人口の推移を見ると減少傾向にあることが見て
とれる。商店街および空き店舗状況を見ると、商店街(特にモール 505)や亀城公園周辺に空
き店舗が特に多く点在していることが分かる。こうしたことから立地不利の商店街等の店
舗解消が課題であると分かる。 
駅前だけでなく主要同船から離れた場所にも賑わいを生み出していくことがこれから求
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められる。 
現在第二次都市再生整備計画事業が平成 31～36 年にかけて行われている。この事業では

「土浦中心市街地の活性化」が大目標とされ、具体的目標として、 
・都市機能誘導、公共交通利便性向上によって、高密度な居住誘導を図り、コンパクトで

持続可能なまちづくりを推進する 
・水辺や歴史資源を活かした観光交流拠点とそれを結ぶ快適な歩行空間により、人が行き

交い、賑わいの溢れる街を創造する 
と定められている。 
つまり土浦市の中心市街地整備は道半ばなのである。 

 

1-3-5 快適性 
1-3-5-1 市民満足度調査の保険・福祉部門について 
 市の予算のなかから、高齢者福祉に関する予算を市民満足度調査の行われた H27 年から

H31 年でグラフにまとめた。図 1-3-8、1-3-9はそれぞれ老人福祉費、障害者福祉費の変
動である。老人福祉費は老人福祉センター等の運営委託費などで、障害者福祉費は心身障
害者福祉手当や業務委託費などに使われる。これらを見てみると障害者福祉費は増加傾
向にあるが、老人福祉費は減少傾向にあることがわかる。 

 
図 1-3-8 老人福祉費の推移        図 1-3-9 障害者福祉費の推移 

 
土浦ふれあいネットワークプラン 第 7次土浦市福祉計画及び介護保険事業計画によると、

福祉に関する事業所 50 か所、介護支援専門員 76 名に対する「不足していると感じる福祉
サービスは？」という質問で 1 位訪問介護、2位夜間対応型訪問介護、3位は前者が訪問リ
ハビリテーション、後者が短期入所療養介護という結果が出た。訪問介護の事業所は地区ご
とに偏りがあり、夜間対応型訪問介護に関しては 1 中地区にしかない。これらから必要と
されている介護施設には地区によって偏りが存在することがわかる。 
また、高齢者福祉関連施設について、土浦市公共施設等総合管理計画によると築 30 年以
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上が経過した施設が 2つあり、他にも築 10～20 年が経過している施設が多い。土浦市の内
科医院の配置においても、市街地には多くの内科があるが新治地区や五中地区には比較的
少なく、地区間での格差がみられる。以上のことから、施設の老朽化、施設の点在によるア
クセスの問題、地区ごとの施設の充実度の格差が課題としてあげられる。 
 児童福祉においても、保育所費は年々減少していることがわかる。保育所費は保育士の給
料、所内の衛生・防犯管理費等に使われる。一方 H29 年から児童福祉対策費が新たに出て
きた。これは子育てサロンの運営管理などの費用だが、これは増加傾向にある。 

図 1-3-10 保育所費推移         図 1-3-11 児童福祉対策費推移 
 
 少子化の影響で保育園児童数・幼稚園園児数ともに減少している。また保育士の数も減少
している。 
 児童福祉関連施設において、土浦市公共施設等総合管理計画によると、現存の児童施設の
大半は築後 30 年以上経過し建物の老朽化がみられる。また土浦市 HPより児童施設の配置
を見てみると、年少人口の多い土浦駅周辺に施設が集中・充実している。一方で新治地区・
五中地区などは比較的施設数が少ない。また、H27 年からスタートした子供子育て支援制
度というものがある。これは幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、待機児童の解消、地
域の保育支援制度等の保育の量的拡大・確保、地域の子ども子育て支援の充実を目的として
いる。地域の子育ての状況・ニーズを把握し 5年間を計画期間とする「市町村子ども・子育
て支援事業計画」を策定することを定めているため、土浦市でも「土浦子ども・子育て支援
事業計画」の策定が進んでいる。これにより幼稚園等の職員配置の改善や、質の高い職員の
確保、市にあった教育保育の場の提供などが見込まれる。 
 児童福祉の課題としては、施設の老朽化、地区ごとによる施設の充実度の格差、少子化に
よる入園者の減少による運営管理の方法の見直し、子育てしやすい環境の整備などが課題
としてあげられる。 
 
1-3-5-2 バリアフリーについて 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H27 H28 H29 H30 H31
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H27 H28 H29 H30 H31



 
38 |  
 

 土浦市では平成 21 年度に「土浦市バリアフリー基本構想」を策定し、その中で以下の
要件を満たすバリアフリー重点整備地区を設定している。 
①地区全体面積が概ね 400ha未満 
②生活関連施設が概ね 3つ以上所在 
③当該施設相互間の移動が徒歩 
これら 3 つを満たす地区は土浦駅・荒川沖駅・神立駅周辺の 3 地区であり、これらを重点
整備地区に設定した。そして、3 つの重点整備地区に対して平成 22 年度に「土浦市バリア
フリー特定事業計画」を策定した。 
 ここで、土浦市ホームページに記載されている予算書のバリアフリー関連費用の変遷を
見ると、平成 29 年度から都市施設管理費の中に「都市施設バリアフリー化工事費」が追
加されており、この費用によって 3 駅周辺の重点整備地区の施設のバリアフリー化を行っ
たと考えられる。しかし、平成 31 年度には「都市施設バリアフリー化工事費」に代わっ
て新たに道路新設改良費の中に「バリアフリー工事費」が追加されていた。よって、施設
のバリアフリー化事業はある程度完了し、新たに施設間の道路の整備が必要になったと考
えられる。また、「バリアフリー特定事業進行管理委託料」が平成 27 年度から平成 28 年
度にかけて 324,000 円から 346,000 円増加しており、平成 27 年度の市民満足度調査でバ
リアフリーが課題として挙がったからではないかと考察できる。 
 「土浦市バリアフリー特定事業計画」のバリアフリーまちづくりの方針は、 
・高齢者、障害者を含む多くの人が利用する施設までの駅からの経路や出入口をバリアフ
リー化 

・安全性に配慮した歩行空間の確保 
であり、歩道と車道の段差・勾配の改善や視覚障がい者誘導用ブロックの整備が事業の具体
例として挙げられる。 
 課題として、土浦駅周辺と比較して荒川沖駅・神立駅周辺は安全な歩行空間の整備が不十
分であり、中学校区別の高齢化率を比較すると、土浦駅のある一中地区が 27.7％、荒川沖駅
のある三中地区が 28.5％、神立駅のある五中地区が 22.6％となっている。このように、バ
リアフリーを推進すべき高齢化率が高い地区での整備が後回しにされている現状が挙げら
れる。また、地区別の高齢化率に着目すると、新治中地区(33.6％)、六中地区(30.9％)、都
和中地区(29.4％)となっている。 
1-3-5-3 公園・運動場について 
 土浦市ホームページに記載されている予算書の費用の変動で、市がどのくらい力を加え
ているか確かめた。工事費以外は委託料や管理料が多いため大きな変動は見られなかっ
た。したがって平成 27 年～平成 31 年の工事費の増減に注目した。 
 工事費には遊具新設工事や園路修繕工事、園路灯 LED 化工事、テニスコート修繕工事な
どを含んでおり、平成 30 年度から増加傾向にある。したがって土浦市は公園や運動場の改
善に力を入れていることがわかった。しかし、大規模な工事はそこまで行われていなく、大
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規模な大会を開催できる施設とその駐車場の不足が課題であるといえる。 

1-4 産業振興・観光 

1-4-1 土浦の商業 
1-4-1-1 現状 
 土浦市の就業構造については、第 3次産業は平成 7年から平成 22年まで増加したが、
平成 27 年に減少した。直近の平成 27 年の国勢調査によると、第 3 次産業が約 7割と最も
高く、市の主要産業となっている。 
また、平成 28 年度の商業統計調査によると、土浦市は事業者数、従業者数、年間商品

販売額ともに茨城県では 3 位の規模を誇っていることに加え、平成 27 年における土浦市
の行政人口に対する商圏吸収人口の割合は、依然として 32.5％と高い数値を維持してお
り、商業としての性格が強い市であるといえる。 
しかし、商店数、従業員数、年間販売額は年々減少傾向にあり、そのなかでも、中心市

街地の商業に関する各指数は土浦市全体の数値よりも著しく減少が続いており、その大き
な原因としてはモータリゼーションの進行による市街地の拡大・郊外型大規模店舗の進出
と、隣接するつくば市の都市化の進展により、茨城県南部の商業機能の中心が土浦市から
つくば市に移行したことがあげられる。 
中心市街地の衰退に⻭止めをかけるため、平成 12 年 4月に「土浦市中心市街地活性化

基本計画」が策定され、その後には新たな中心市街地活性化基本計画が策定された。平成
31 年 4 月からは 5年間の期間で「第二期土浦市中心市街地活性化基本計画」が策定されて
いる。主なハード事業としては、平成 27 年にイトーヨーカドー土浦店の空き区画へ「土
浦市役所」が移転、平成 29 年には図書館や市民ギャラリー等を配置した「アルカス土
浦」が開業した。また、これらの施行に併せて、駅周辺の道路と広場の整備事業を実施
し、土浦駅前への公共施設の移転・集約化及び駅周辺の安全性・回遊性向上が図られた。 
加えて、平成 30 年には土浦駅の駅ビルが全館自転車の持ち込みが可能である日本最大

級の体験型サイクリングリゾート『PLAYatré』として生まれ変わるなど、駅前の再開発も
実施されている。 
ソフト事業としては、空き店舗対策として「中心市街地開業支援事業」や「空き店舗・

低未利用地活用推進事業」、移住人口減少対策として「まちなみ定住促進事業」、中心市街
地への居住の促進とともに本市へのシビックプライドを醸成することを目的とした「シテ
ィプロモーション推進事業」など多くの施策が行われている。 
これらの施策を行った結果、歩行者量は平日、休日いずれも増加傾向にあり、中心市街

地を訪れる人の数はある程度増加したといえる。しかしながら、中心市街地の空き店舗数
は近年減少傾向にあるものの、市の目標とする値には遠く及ばず、多くの空き店舗が存在
している。また、中心市街地の居住者数も減少傾向にある。 
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図 1-4-1 年間販売額の推移 
 
1-4-1-2 課題 
 平成 31 年 3月まで実施された「土浦市中心市街地活性化基本計画」によって、駅前で
の歩行者数は増加したものの、空き店舗が残存している、という現状からこれまでの施策
の効果が駅前までにとどまり、中心市街地全体を活性化するに至っていないことが全体と
しての課題である。 
その要因としては、「駅周辺の活性化が中心市街地全体に波及していない」ことと「中心
市街地居住者のニーズに対応できていない」ことが挙げられる。前者については、長期的
な視野で中心市街地を発展させるには、駅前の店舗や商店街の店舗が単発で動くのでな
く、連携を取ったうえで一体的な取り組みを持ったうえで営業を行うことが必要である。
現状では、そのような連携は十分であるとはいえず、広域で協力的な連携体制を築いてい
くことが現状を打破することに重要であると考えられる。 
後者に関しては、平成 30 年 5月に市が実施したアンケートにて、中心市街地居住者の
45％が買い物・飲食の利便性が低下したと評価したという結果から、中心市街地の買い
物・飲食への満足度が低いということがわかる。また、『PLAYatré』や『アルカス土浦』
の機能やターゲットに一般の商業施設と比べた際に偏りがあることから、日頃から利用す
るであろう土浦市民のニーズに応えた商業機能を備えることが継続性のある中心市街地の
賑わいを創出することになると考えられる。 

1-4-2 土浦の農業 
1-4-2-1 現状 
 土浦市の耕地面積は平成 30 年時点で 3,140haで、土浦市全体の 25.5％を占めている。
これは全国平均の 11.9％と比べて 2 倍以上である。また、筑波山塊の東端から霞ヶ浦沿岸
は肥沃な土壌で、土地に潜在力があるうえに、東京の卸売市場まで 100 キロ以内であるこ
と、常磐道が通っていることから近郊農業として有利で、農業で戦うポテンシャルが高い
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ため、土浦市にとって農業は重要な産業であるといえる。農業就業人口は 2,130 人で全人
口の 1.5％で、農業経営体数は 1,204 戸である。農業生産額は 90 億 9千万円で、内訳とし
ては野菜が最も高く 63億 5千万円、次いで米が 13 億であり、野菜への依存度が高い。そ
の中でもレンコンは土浦市の代表的作物である。実際、土浦市はレンコンの日本一の産地
で、全国約 14％のシェアを占める。レンコン以外にも稲や蕎麦、その他露地野菜、果物、
花きが栽培されている。 
また、レンコンサブレやレンコンカレーなど様々な加工食品がある。中にはブランド認

定された品もあり、土浦のレンコン栽培にはまちを活性化するポテンシャルがある。 
 

1-4-2-2 レンコンの活用不足 
 土浦の農業の課題として 1つ目にレンコンの活用不足が挙げられる。土浦の農産物を広
める取り組みとして、「土浦ブランドアッププロジェクト」という施策が行われている。
これは、名産の農林水産物とその加工品を「土浦ブランド」として認定することで、市の
魅力を知ってもらい、ブランド力向上と多くの人に訪れてもらうことを目的としている。 

 

図 1-4-2 土浦ブランドマーク 
 そのブランド認定品には 1次産業産品のレンコンそのものや、2次産業産品のレンコン
の加工食品があるが、それぞれ生産者が別で分離している状態である。これを生産者が農
家レストランで農産物を調理・販売したり、加工品を作成し販売したりして 1、2、3次産
業を融合させることによってレンコン農家と消費者がより密接となり、新たな価値を生み
出し、1次産業の成長、地域経済の活性化を見込める。 
 
1-4-2-3 レンコンの持続不安性 
 土浦市農林水産課へのヒアリング調査から、現在土浦のレンコン農家同士で独自のコミ
ュニティが形成されていることが分かった。このコミュニティではレンコンの新規就農者
の対応も行っている。ただし、誰でも簡単に就農し続けることができるわけではなく、新
規就農者はコミュニティに溶け込む必要がある。熱心に農業に専念したり地域のイベント
に積極的に参加したりすることでコミュニティからの信頼を得ることができ、そうなると
ベテラン農家からレンコン栽培のノウハウを教えてもらうことができる。しかし、農業へ
の取り組みが不真面目だったり地域の活動に消極的だったりする人はコミュニティに溶け
込めず、レンコン栽培のノウハウを受けることができない。一見、新規就農者にとって厳
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しいシステムであることからコミュニティ内の新規就農者に対する対応を緩和するように
促したほうが良いように思えるが、私たちはこれを土浦ブランドのイメージを維持する大
切なシステムだと評価した。その理由は、このシステムが、土浦ブランドであるレンコン
の生産の適合者と不適合者を隔て適合者のみを農家に成長させるようになっているからで
ある。これにより、レンコンの品質は保たれ土浦ブランドのイメージも保つことができる
と考えられる。 
 農林水産課によると、土浦市における新規就農はほとんどがレンコンの経営であり、
「初期投資額が少ない」「高収益である」「収穫時期を調整できる」といった理由からレン
コンは新規就農者でも取り組みやすいことが分かっている。 
また、新規就農者数は若干の増加傾向にあり、またその一方で、従来のレンコン農家の数
は高齢化によって減少することが予想できる。新規就農者に対する従来の農家の数が減少
することから、今後、熟練者から新規就農者への技術伝達が十分にできなくなる恐れがあ
る。こうなると、コミュニティ内の新規就農者に対する対応が緩和されてしまい、サポー
トが手薄になったり誰でもレンコン栽培を続けられるようになったりしてしまう。これに
より、栽培されるレンコンの品質が悪化する可能性は否めない。レンコンの品質が悪化す
れば、土浦ブランドのイメージダウンにもつながってしまう。これを避けるために、現在
レンコン農家のコミュニティにあまり関与していない JAや土浦市がサポート体制をと
り、新規就農者が適切に土浦ブランドを保てるような育成システムを作っていく必要があ
ると考えられる。 
 
1-4-2-4 耕作放棄地と農地バンク 
 耕作放棄地とは農作物が 1年以上作付けされることなく、今後数年の間に再び耕作する
意思のない農地のことを指す。この耕作放棄地による問題点としては①害虫・害獣の被
害、②洪水防止機能の低下、③食料自給率の低下、④土地の価値の低下、⑤景観の悪化、
⑥不法投棄といったものが挙げられる。 
 土浦市の耕作放棄地の面積推移については 2000 年から 2015 年にかけて年々増加傾向に
あり、この課題の深刻さがうかがえる。 
耕作放棄地の増加原因としては農業就業人口数と農業戸数の大幅な減少があげられる。ま
たこれに加えて地主や農業就業者の高齢化によって土地に手が行き届かずに耕作放棄地へ
となっていることが予想される。このような状況を打開するために市、県、農協は JA水
郷つくばヨリアイ農場や茨城かんしょトップランナー産地拡大事業といったように新規就
農を促す取り組みを実施している。 
 また現状を踏まえて、今ある農地を集積し、有効利用することが今後より一層求められ
ることから、「農地バンク」という取り組みを土浦市は導入し、この取り組みの重要性が
増している。 
具体的な農地バンクの機能として農地の出し手が規模縮小、経営転換、農地存続等を理由
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に所有する農地を農地中間管理機構という公共機関に貸し付ける。この農地中間管理機構
は貸し付けによって保有する農地を集約・管理し、規模拡大、新規参入を考える新たな農
地の担い手へと貸し付けるといった仕組みである。「農地バンク」によって無秩序に存在
している農地の集積、集約化を図ることで、農業の作業効率を向上させることができる。
しかし、4～5 年前からの事業であるため、農地の出し手となる地主からの制度に対する信
頼が薄いことやシステムの認知度から農地の回収が進んでいないといった課題の状況か
ら、年度ごとに「特定の地区の農地を集める」という指針をもって活動する地域や、人・
農地プランの実質化に向けたスケジュールが作成されている地域に対しては交付金を与え
ることで農地バンクの活性化を目指す。 

1-4-3 土浦の工業 
1-4-3-1 現状 
 茨城県は、平成 30 年の工業立地動向調査において、立地件数全国 3 位、立地面積全国 1
位、県外企業立地数全国 1 位を誇り、日本有数の工業県としての地位を確立している。 
土浦市においても、人口に占める工業従業員数は、13,912 人（平成 28年 6 月時点）で土
浦市の人口の約 10.0％を占めている。 

図 1-4-3（左） 土浦市の市内総生産に占める製造業の割合 
図 1-4-4（右） 土浦市の市税に占める法人税・固定資産税 
 
 また、土浦市の市税に占める法人税は 22.8 億円（全体の 10.0％）、固定資産税（全体の
40.8％）で、それらの全体に占める割合は、50.9％と全体の半分以上を占め、その重要性
は高いといえる。土浦市の市内総生産に占める製造業の割合は、27.6％を占め、高い割合
であることがわかる。以上から、雇用、税収、生産額の点から、工業は重要な産業である
といえる。さらに、過去 30 年の土浦市の工業の推移を見てみると、製造品出荷額、は横
ばい、あるいは緩やかな増加傾向にあるといえる。事業所数においては、減少傾向にある
が、これは工場従業員者数が増加していることから、大規模な事業所が増加してことが考
えられる。以上から土浦市の工業は衰退傾向がみられないことがいえる。 
また、土浦市の工業は、平成 29 年茨城県市町村別製造品出荷額で 6,533 億円を誇る。こ
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れは県内で 5番目であり、隣接する市と比べると、2~4倍高い額であり、工業が盛んな市
であるといえる。その理由として、東京から約 60km圏内、常磐自動車道を利用して都心
から約 60 分、JR 常磐線を利用して土浦駅まで約 50 分の距離にある交通アクセスの優れた
地域であることもいえる。また、筑波研究学園都市にも隣接し、産業拠点としても優れた
立地から、地理的優位性が高いことが土浦の工業に大きく影響しているといえる。 
そして、土浦市内には、4 つの工業団地が立地し、東筑波新治工業団地、土浦おおつ野ヒ
ルズ、テクノパーク土浦北、神立地区工業地域はそれぞれ土浦市の工業の中心を担ってい
る。また、この 4つの工業団地のうち、唯一おおつ野ヒルズのみが分譲中であるが、2015
年から新たに 2 区画が分譲され、現在 2 区画分譲中である。 
平成 29 年 2 月、圏央道茨城県区間（境古河 IC～つくば中央 IC）が開通し、圏央道は全線
開通となった。これにより、つくば、成田等の主要都市が高速道路と連結され圏央道沿線
上における交通インフラが大きく改善した。圏央道沿線地域において、首都圏の物流再
編、成田空港、つくば研究学園都市の機能を活かした工業への関心が高まり競合団地が増
加したといえる。こういった地域の中には新しい団地の台頭や分譲価格が安い団地や独自
の優遇制度があるので企業流出の可能性がある。 
 
1-4-3-2 課題 
 現状を踏まえて、すでに完売している 3つの工業団地に対しては企業流出に対する対策
不足が課題となりうる。他団地と比較して、特有の性質や政策がなく設備投資の対象にな
りづらくなるのではないか。また、おおつ野ヒルズの企業誘致に対して留意したい点があ
る。おおつ野ヒルズが「職・商・住を兼ね備えた魅力ある街」をコンセプトにしたニュー
タウンであり広域医療拠点ともなっていることである。コンセプトに合わせた企業を誘致
する必要があり、独自の優遇制度を設ける必要がありそうだ。土浦工業全体の発展のため
にはおおつ野ヒルズの発展が必要である。土浦工業全体の力をつけて確固たる基盤を築い
ていくべきであろう。 

1-4-4 土浦の観光 
1-4-4-1 イベント依存型の観光 
 土浦市の観光入込客数の 6割は花火大会などのイベントに依存している。この問題の背
景には、土浦市内に年間通して集客が見込める主要な観光地が存在しないことがあげられ
る。またイベント依存型の観光が問題である理由として、その日の天候など外部の問題が
観光入込客数に大きな影響を与えてしまうことが挙げられる。またこのようなイベントを
目的で土浦を訪れる観光客は日帰りで訪れる場合が多いと考えられる。 
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図 1-4-5 土浦の月別観光入込客数 
 
1-4-4-2 観光の消費単価 
 茨城県内の居住地別観光客数は千葉県、東京都、埼玉県などの隣接する都道府県からの
観光客が大部分を占めており、実際に土浦を訪れる観光客中の宿泊者の割合は 6。8％と東
京から同程度のアクセスである宇都宮の 10.6%と比較しても低いことがわかる。宿泊をせ
ずに日帰りで訪れる観光客の割合が高いことは消費単価の観点からみても問題であるとい
える。今後は、宿泊者割合を増加させる、もしくは日帰り観光客をメインターゲットに据
え消費単価を増加させることのどちらかに注力する必要がある。 
 

 
図 1-4-6 土浦市内におけるレンタサイクルの推移 
 
また、上図は平成 25 年から 29 年にかけての、土浦市におけるレンタサイクル貸し出し台
数の推移を表している。これを見ると、土浦市でのサイクリング観光客数が右肩上がりに
増加していることがわかる。 
サイクリングの聖地である尾道駅での調査に基づき、考察した。サイクリング周遊で楽

しんだことのうち、70％という最も高い割合いを占めたのが、「自然・景勝地の観光」で
あることを示している。この「自然・景勝地の観光」というのは、お金をかけずに楽しむ
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ことができるため、サイクリング観光における収益性が低いことが伺える。実際に、サイ
クリストの日帰りでの予算は約 1万円以内、宿泊でも 2 万円に収まる人が半数以上を占め
ている。これは、日本国内旅行で使われる 1 万 5620 円～4万 9,234 万円という値に対し
て、とても低いことは明白である。このような調査結果から、一般観光客よりもサイクリ
ング観光客の観光消費単価が低く、地域への経済効果も低いことがわかった。 

 
1-4-4-3 需要と供給のギャップ 
 ほかの課題として観光客の受け入れ態勢が整っていないということが挙げられる。この
課題は 2つの観点から掘り下げることができる。①先に述べた、観光地の回遊性の問題  
に加え、観光スポットでのバス駐車スペースが整備されていない為に茨城空港を利用する
インバウンド客を受け入れる基盤が整っていない。②地域住人が観光客に慣れおらず、お
もてなしが十分でない。（観光協会ヒアリングより）。旅行での満足度には、その地で触れ
た地域の人々との交流も関係している。これより住人の受け入れ態勢も課題の一つである
といえる。 
 さらに、土浦市では、りんりんロードの整備と、PLAYatré開業により、土浦ブランド
PR に成功しているように思われるが、現状について詳しく調査を行った。まず、りんり
んロードに関しては、良い点として、ストレートかつ平坦な初心者でも走りやすいことが
挙げられた。一方で、安全性考慮のため自転車の回転数が思うようにあげられないことか
ら、上級者には物足りないと感じる場面もあるようだ。このことから、りんりんロード
は、上級者よりも初心者向けであると言える。 
次に、PLAYatréについては、実際の利用者にヒアリングをしてみたところ、「サイクリ

スト向けの割には初心者向けのものしか売っていない」「ウェア、自転車などもっと専門
的なものが欲しかった」という声をいただいた。このことから、市が行っている観光の受
け入れ態勢がターゲットを明確にできていないことと、それに伴い、観光客との間に認識
のずれが生じてしまっていることが課題として挙げられる。また、サイクリングによる観
光の周遊性を調査するために同じくヒアリングをしたところ、「街中には飲食をする場所
が見つからず、プレイアトレ内で食事を済ませた」という声があり、このことから、駅周
辺で飲食店などの受け入れ態勢や PRが上手く行えていないという課題が伺える。さらに
は、サイクリングを利用しながら、まちかど蔵などの観光地に足を運んでいない現状が見
受けられ、サイクリングによる回遊性が機能していないことも課題として挙げられる。 
以上のことから、サイクリング観光に関しては、「ターゲットの明確化」と「観光客の需
要にあった駅周辺の魅力づくり」と「サイクリストに観光地を回遊してもらうための仕組
みづくり」の 3 つが課題として挙げられる。 
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1-5 防災・環境・農業 

1-5-1 防災 
1-5-1-1 避難所 

図 1-5-1 人口分布と避難所の比較 
  
左の図は、土浦市における避難所と人口分布である。青いピンが避難所、エリアの色が人

口の数を表す。これらを比較すると、人口が多い地域には避難所が密集していることがわか
る。また、避難所はまんべんなく分布しているようにみられる。 
 ただし、土浦市地域防災計画によると、茨城県南部地震が発生した際の予想避難者は約
57000 人だという。一方、土浦市の地震時避難所は 50 か所であり、単純計算で一施設 1000
人以上を受け入れる必要がある。それぞれの避難所にそのキャパシティがあるわけではな
い。 
避難所のプライバシー確保との両立も必要だろう。また、避難所の中には現在教育機関とし
て機能していない旧小学校も含まれている。市の意向としては、取り壊して現在かかってい
る維持費の負担を取り除きたいという。しかし、避難所としての機能は有しているため、ど
ちらの機能を優先するべきか、は今後の課題となるだろう。  
 予想される地震と避難所について、市の耐震改修促進計画の揺れやすさマップによる
と、茨城県南部直下地震が発生した際にかなり大きな震度が予想されるエリアが広がって
いる。 
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図 1-5-2 土浦市揺れやすさマップ 
 
1-5-1-2 建物倒壊 
 茨城県南部直下地震が発生した際、避難所を含む多くの建築物が存在するエリアにおい
て震度 6強～震度 7の揺れが予想されている。 土浦市は目標として、平成 32 年時点で住
宅・特定建築物・市有建築物すべてにおいて 95%の耐震化率を目標としているが、耐震化
を促進しない場合、平成 32 年時点で住宅は 89％、特定建築物は 90％、私有建築物は
81％にとどまってしまうと予測されている。 
1-5-1-3 液状化 

図 1-5-3 避難所の液状化危険度 
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土浦市の液状化危険度マップをもとに、地震時に利用される避難所を液状化危険度ごと
に色分けすると図 1-5-3のようになり、特に土浦駅周辺について、避難所の液状化の可能性
が高くなっている。住人が避難してきたとして、避難所の施設が液状化の影響により傾いた
り倒れたりすると、住民の命の危険につながってしまう。 
 
1-5-1-4 ライフラインの停止 
 大規模な地震が発生すると、水道・ガス・電気といったライフラインが数日、あるいは十
数日にかけて停止してしまう可能性があり、全面復旧までの間の対応が必要となる。 
 東日本大震災時には、土浦市の水道について 3 月 11 日に市内全域断水状態となった。3
月 12 日に大岩田配水場・右籾配水場へ試験送水を開始し、3月 14 日に県より神立・右籾・
大岩田配水場へ通常平均水量を配水した。そして、3 月 15 日にこれらの配水場の配水圧力
が回復し、通常配水が可能となった。追って、3 月 18 日に新治浄配水場の配水圧力も回復
し、すべての水道が回復する形となった。 
 都市ガスについては、3 月 11 日に桜川以北から真鍋地区にかけて 6、834 件について供
給が停止された。そして 3 月 28 日に全面復旧となった。電気についても、3月 11 日に市内
全域で停電となったが、3 月 12 日には全面復旧が完了した。 
 
1-5-1-5 その他の問題 
 地震時に予想されるその他の被害として、火災や住宅倒壊による交通障害が考えられる。
火災については、東日本大震災時に 1件発生している。また、交通障害については、特に人
口や避難所が集中する土浦駅周辺において生じる可能性が高く、それは緊急車両に関して
も例外ではない。 
 また、土浦駅と土浦市役所を含む市街地中心部は霞ケ浦と桜川が近く、洪水ハザードマ
ップによると浸水時には 0。5ｍ～3ｍの浸水深になることが予想されている。市役所は 2
階部分で周辺の建物間を移動できるが、浸水時は資料水没・車の移動もままならなくな
り、行政機関として十全に機能することは考えにくい。駅についても同様にその機能は停
止してしまう。霞ケ浦周辺のほかの市の市役所・庁舎は霞ケ浦や川から距離があり浸水域
には含まれていない。つまり、土浦市役所は近年増加傾向にある集中豪雨・大型台風で起
こりやすい近郊の川からの越水・氾濫等による浸水被害の影響を強く受けるため、その対
策が必要であるといえる。土浦市の「第 8次土浦市総合計画」・「土浦市地域防災計画」の
内容には浸水に関連した対策として河川、雨水貯留施設、排水機能を有するポンプ施設な
どハード面の整備を進めることを挙げている。しかしながら、直接市役所や駅が浸水域に
位置している事実については触れていないため実際に市の中心部が浸水した事態について
も具体的に対策を講じるべきであると考える。ハザードマップでは氾濫流が発生する恐れ
がある区域が市の中心部の西に 1.5ｋｍ地点、東に 1ｋｍ地点に存在している。 

 さらに現状の内水ハザードマップは集中豪雨を想定していて、合計雨量は 39ｍｍ程度
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しかない。2019年台風 19 号は 48 時間合計雨量 700ｍｍであった。土浦市の下水管データ
等を用いて合計雨量 700ｍｍの想定浸水被害をシミュレーションした結果、広範囲にわたり
浸水することが分かった。居住誘導区域にも浸水被害が及ぶことが新たに分かり、対策が必
要である。 

図 1-5-4 台風 19 号レベルでの浸水シミュレーション結果 
 
 そして、土浦市には土砂災害警戒区域が存在しているが、土浦市の立地適正化によると土
砂災害警戒区域にも居住誘導区域を設定し住民を集中させることを考えている。現状では、
土砂災害が発生した時に人的被害が発生する可能性は非常に高い。災害時の危険性を考え
た場合、最低限土砂災害警戒区域の周辺は市街化区域などにはせずに市民の居住の選択肢
から外れるような計画をすべきだと考えられる。しかし、土砂災害警戒区域を避けて市街地
を形成させていったとしても警戒区域を避けた分だけ市街地は広がり、インフラの維持管
理費も増加する。市街地の余分な広がりは人口を集中させようとする立地適正化計画にも
反する。 
 

1-5-2 環境 
1-5-2-1 大気環境 

 大気環境の問題としては、まず浮遊粒子状物質の環境基準を未達成の地点があること
が挙げられる。これは主要幹線道路の沿道であり、自動車交通などに起因すると考えられる
都市型の大気汚染である。 
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図 1-5-5 土浦保健所観測局（一般大気）における大気汚染物質（年平均値） 
 

 また、酸性雨も問題といえる。茨城県霞ケ浦環境科学センターによる直近の調査結果
（平成 29 年度）によると、月毎の PH は 4.55～5.92、年度平均値は 5.07 であり、酸性
雨の目安とされる 5.6 よりも低いものの、全国平均値 4.90 より高い状況である。 
二酸化炭素排出量に関しては、2005 年の排出量を基準として 2020 年までに-6.4%、2050 年
までに-73%を目標としている。しかし、実際には 2020 年の排出量は+6.4%と予測されてお
り、現状の対策では中期・長期ともに目標の達成は難しいと考えられる。 
 
1-5-2-2 水環境 

 水環境の問題としては、霞ケ浦や河川の水質が挙げられる。霞ヶ浦及び河川の水質はや
や改善が見られたものの、近年では停滞傾向にあり、多くの水域で環境基準の達成は得られ
ていない。 
まず霞ケ浦について、有機汚濁の指標である COD は昭和 53年、54 年ごろには 10mg/L

台となりピークを迎えたが、総合的な水質保全対策に取組んだ結果、COD は若干減少した。
しかし、依然として 7mg/L 前後の高い数値で推移しており、環境基準である 3mg/L や長
期目標である 5mg/L台（「泳げる霞ケ浦」という目標）には遠いのが現状である。 

 富栄養化の原因物質とされる窒素とリンの状況について、窒素は概ね横ばいで推移し
ており、1.0 mg/L 前後の高い値を示している。リンは長期的に上昇傾向にあり、近年は 
0.09 mg/L 前後の高い数値で推移している。これらの数値は、環境基準である 0.4mg/L
（窒素）や 0.03mg/L（リン）を大きく上回っている。 

 加えて、アオコの大量発生も問題である。大量発生したアオコは腐敗することで悪臭
や水質汚濁の原因となるため、大量発生した場合は除去する必要がある。 
浄化作用をもつ森林が周辺地域に少ないのも原因の一つである。 
次に土浦市が水質調査を行っている 9河川について、BOD の環境基準を満たしていな

いものは 4 河川である。DO については 2河川が環境基準を満たしていない。 
水環境のその他の問題として、事業場からの排水が挙げられる。調査の結果、52 事業
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場中 14 事業場（27％）、102 検体中 31 検体（30％）が基準に適合していない。基準を
超過した事業場には、原因調査を指示し、著しい基準超過の場合改善計画書の提出を求
め、排水処理施設の適正な維持管理、施設の改善について指導している。 
地下水についても一部地域で問題が発覚している。平成 30 年度の概況調査では、土浦

市中央でクロロエチレン（別名塩化ビニルモノマー）の環境基準の超過が知覚されてい
る。また、市内各所で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染が見つかっており、
中でも新治地域の田宮地区において、非常に高い濃度（70～80 mg/L）であることが把握
されている。汚染原因については、地下水の成分分析の結果から化学肥料の施肥や家畜排
せつ物によるものと推測されたものの、現状の施肥の状況や家畜排せつ物の処理のヒアリ
ングでは過剰な施肥や基準超過井戸周辺での不適切な家畜排せつ物の処理は見られなかっ
た。 
加えて、浄化槽の適正な維持管理の指導も問題である。特に水質汚濁防止法に規定する

特定施設（501 人槽以上の浄化槽）、湖沼水質保全特別措置法に掲げるみなし特定施設
（201 人槽以上 500 人槽以下の浄化槽）、茨城県生活環境の保全等に関する条例の排水特
定施設及び茨城県霞ケ浦水質保全条例の指定施設（51 人槽以上の浄化槽）については、
各法令に基づく規制基準を遵守するよう維持管理が行われている。しかし、規制対象外で
ある小規模浄化槽等からの排水は維持管理が不十分なものもあり、汚水や悪臭に係る苦情
が多く問題となっている。 
 
1-5-2-3 緑地 

 田・畑、山林の緑の割合は、平成 14 年以降減少してきており、近年においても同傾向
となっている。田・畑や山林が減少することで、水害や土砂災害のリスクが向上する。さら
に、生態系への被害の可能性がある。 

 
図 1-5-6 地目別土地面積の推移 
 

 都市公園は、市内に 51か所（85.78ha）あり、市民の憩いの場やレクリエーションの場
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となっている。しかし、一人当たりの都市公園面積は 6.21 ㎡で、国（10.5 ㎡/人（平成 29
年度末値））や茨城県（9.7 ㎡/人（平成 29 年度末値））と比較すると、少ない状況となって
いる。都市公園は、防災上重要である。土浦市では、都市公園面積の 7 割(59.77ha)が土砂
災害や地震の指定緊急避難場所に指定されている。そのため、都市公園が少ないと、災害時
に被害が拡大する可能性がある。また、都市公園の地域による偏りがないように注意しなけ
ればならない。 

 
図 1-5-7 一人当たりの都市公園面積 
 
1-5-2-4 外来生物 

 外来生物として「アライグマ」がいる。土浦市は、アライグマの生息密度が高いと考え
られている。そのため、特に重点的に対応すべき市町村である「重点防除対応地域」となっ
ている。アライグマにとっては、水辺環境が重要な餌場となっている。そのため、外来生物
であるアライグマが増えることで、将来的に両生類や爬虫類の生息に大きな影響を与える
おそれがある。 
他の外来生物として「オオキンケイギク」がいる。これは、道端や庭先などでよく見かけ

る。しかし、オオキンケイギクは、増えることで日本の生態系に重大な影響をおよぼす恐れ
がある植物である。そのため、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、
販売、野外に放つことなどが禁止されている。土浦市では「オオキンケイギク防除実施計画」
を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被
害対策を進めている。しかし、オオキンケイギクは生息が広範囲に及び、多年草であるため
根からの除草が必要である。そのため、通常の維持管理で行われる雑草の刈取り以外に多額
の費用がかかってしまい、行政のみの対応では駆除は困難である。 
そのため、市民の協力が必要である。しかし、総務大臣委嘱の行政相談委員へのアンケー

ト結果によると、「オオキンケイギク」を知っていたと回答した人は 17.8%であった。さら
に、「オオキンケイギク」が特定外来生物に指定されていることを知っていた人は 8.4%であ
った。このように人々の認知の低さが課題である。また、一般の家庭や畑に植えている場合
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は除草が必要だが、駆除は基本的に土地の所有者が実施しなければならない。さらに、オオ
キンケイギクの駆除方法は、根から引き抜く、種飛散防止のため袋等に入れて枯死させる、
燃えるごみとして処理方法に沿って処分するというもので、手間がかかる。 
また、「オオバナミズキンバイ」という外来生物もいる。これは、平成 29 年度に霞ケ浦

(土浦市田村町地内)ではじめて確認された。 
 
1-5-2-5 ごみ 
 土浦市のごみ処理の現状について述べる。まず、土浦市のごみの排出量の推移は図 1-5-8
のようになっており、全体としてごみの排出量は減少傾向にあるが事業系ごみに排出量は
少しずつだが増加している。また図 1-5-9 を見ると、土浦市のごみの排出量は、徐々に減少
してはいるものの国や茨城県の値に比べると量は多く、さらに減らしていく必要がある。 

 
図 1-5-8 ごみ排出量の推移           
図 1-5-9 人・日ごとのごみの量の推移 
  

 リサイクル率に関しては以下の図 1-5-10 のように、平成 26 年までは県・国のリサイ
クル率に比べて低い値となっていたが、平成 27 年度にプラスチック・生ごみの分別を始め
たためリサイクル率が上昇し、現在では茨城県で 5 位のリサイクル率である。 

 
図 1-5-10年別リサイクル率 

 
 さらに、ごみに含まれている資源の割合を示したものが図 1-5-12 である。これを見ると、
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事業系のごみの中にある資源の量が特に多いことがわかる。 
 

 
図 1-5-11 ごみに含まれる資源の割合 
 
 以上から土浦市のごみの問題は 
・ごみの量が多い 
・燃えるごみ、燃えないごみの中の資源の量が多い 
ということが分かった。 
 その中で平成 29 年度から土浦市ではごみ袋の有料化が行われており、ごみの量自体を減
らす効果や資源の収集は有料化されていないため燃えるごみ、燃えないごみに占める資源
の割合を減らす効果が期待される。しかし、ごみ袋の有料化は家庭ごみに大きく影響を与え
るが、資源の割合が問題視される事業系ごみに対しては効果的に作用しないことが考えら
れ、規制を行うなど違った解決方法が必要となるだろう。 
 

1-5-3 農業 
1-5-3-1 農業人口 
図 1-5-13 に平成 7 年からの土浦市の農家数の推移を示す。平成 18 年以前は土浦市と新

治村の合併前であり、現在の土浦市域で農家数の推移を見ると、20 年で 4 割減と急激に減
少していることがわかる。農家の種類別に傾向を見ると、特に兼業農家で減少が顕著であり、
20 年で 1/3ほどになってしまっている。 
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図 1-5-12 土浦市の農家数の推移 
 また、土浦市の農業は高齢化にも直面している。図 1-5-14 に年齢別の農業就業人口の

割合の推移を示す。平成 12 年の時点で既に高齢化が進んでいる様子がわかるが、その後
15 年の内に 75 歳以上の割合が倍増しており、60 歳以上は 75％に達している。これに対
して、新規就農者は低い水準に止まっており、担い手不足も顕在化している。 

 
図 1-5-13 農業就業人口に占める年齢の割合 
 

 また、農業人口が減少することにより耕作放棄地も増加する。農業人口の減少と耕作放
棄地の増加は農業生産の縮小に繫がると考えられる。土浦市耕作放棄地解消計画における
「農地利用に関する意向調査」では、農作物の価格や消費の落ち込みから農業に期待を見い
だせないと言った声が散見され、不安を抱えたまま農業に従事している状況が明らかにな
っている。 
また、耕作放棄地の増加は獣害の増加という問題にも派生する。現在、土浦市はかすみが

うら市と共同で「土浦市・かすみがうら市農作物鳥獣被害防止計画」を策定し、被害低減に
向けた取り組みをおこなっているが、その中で耕作放棄地の解消についても言及されてい
る。鳥獣の種類ごとの被害面積と被害額を表 2に示す。ここから、レンコン生産への被害が
5、600 万円と特に大きいことがわかる（土浦市・かすみがうら市とも、カルガモとバンの
被害面積と被害金額の数値が等しいため、この 2 種による被害は区別なく計測されている
ものと思われる）。土浦市のレンコン出荷額が約 16 億円であるから、被害額はその 3。5％
にも上るということになり、大きな問題であるといえる。 
 
1-5-3-2 ブランド化について 
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  土浦ブランドとは土浦市の魅力をもっと知ってもらったり、感じてもらったりするこ
とで、土浦のブランド力を向上させ、多くの人に土浦に集まってもらうことを目的として、
土浦市産の農林水産物とその加工品を「土浦ブランド」として認定し、様々な形でＰＲを行
い、活用していく土浦市役所が行っている事業である。土浦ブランドは主分類として『土浦
の恵みが人を結び、町の賑わいが土浦を豊かにする。』を掲げ、次の 3 つの分類ごとに評価
を行っている。 
分類①：『「水と土」が育む、豊かな土浦の恵みをみんなで食べる、愛でる。』 
分類②：『つくり手も、集まってきた人もともによろこび笑顔になる。』 
分類③：『土浦の魅力が多くの人に知られ、愛されていくことで、また新しいものが生み出
され、発展していく。』 
今まで 1～3期ブランド認定式で全 32 品目を土浦ブランドとして認定し、ブランド認定販
売会も今年度で 3 回行っている。さらに、土浦ブランド認定式や販売会の情報は Facebook
や Twitter で発信している。土浦ブランドの一覧は以下にある。 
 
土浦ブランド一覧 
 梨、吉田農園のれんこん、わかさぎのエスカビッシュ、れんこんショコラ、土浦小町みそ、
紫峰しょうゆばにどら、グラジオス、果樹アイスクリーム、レストラン中台の「土浦レンコ
ン福神漬け」、レンコンどら焼き、小野の里の山田錦大吟醸、福来軒のツェッペリンカレー
コロッケ、れんこん最中、つちうらブレンド×つちうらネル、れんこん、つくば山麓飯村牛、
土浦産常陸陸そば、武井れんこん農園のれんこん、霞ケ浦産白魚煮干し、小えび佃煮、佐藤
畜産の極選豚、紫峰、わかさぎのコンフィ、幻の飯村牛ビーフシチューカレー、魚城味噌、
霞ケ浦帆引れんこん物語、土浦常名の里の純米大吟醸、栗どら、九万五千石、霞浦の恵み、
瀧田蕎麦、蓮根カレーパイ 
 
 前述で土浦ブランドの認定がされていることが分かったが、その活動が実際に農産物へ
の効果として表れているのかを考える。図 1-5-15 の土浦市役所職員・筑波大学生・土浦市
外在住の人を対象にした土浦市の農産物に対する認知度のアンケート調査で、土浦市が土
浦ブランド全 32 品目中 9品目も認定したレンコンについても、土浦市役所職員と土浦市外
在住の人で顕著な差があり、市外の人には 20%しか認知されていない現状である。また、
図 1-5-16 の農産物に対する認知度と魅力度の差を表しているグラフからわかるように、認
知度が 11%とレンコンよりも低い常陸秋そばが魅力度ではほかの品目を抜いてはるかに高
いことが言える。これらの現状から、農産物のブランド化についての課題は以下の 2 点に
ついて挙げられる。 
課題①：土浦ブランドをうまく発信できていない 
課題②：ブランド化の力を入れる場所が違うのではないか 
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図 1-5-14 土浦市役所職員・筑波大学生・土浦市外在住の人の農産物に対する認知度の差 

図 1-5-15 農産物に対する認知度と魅力度の関係 
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1-6 公共・インフラ施設 

1-6-1 コミュニティ・文化施設 
 コミュニティ・文化施設とは、文化施設が 4、生涯学習施設が 22、スポーツ施設が 8、
観光・交流施設が 6 ある。  
・文化施設 
亀城プラザと市民会館の間が約 1.4kmと比較的近い場所に 
位置していることに加え、ホール・会議室・展示室・和室…と、使用用途も似ている。 
・生涯学習施設 

12 施設（22 施設中）が築年数 30 年を超え、公共施設全体の中でも老朽化が進んでいる
施設である。公民館は中学校区に 1 つある。イベントや講座が行われる場となっている。 
・市民会館と亀城プラザ 
市民会館は、利便性の向上を目指し、更新時の亀城プラザ等との統合を検討(公共施設等管
理計画)。しかし、現在市民会館は耐震補強及び大規模改造工事を行っているため、市民会
館へ統合していこうといった方針なのだろうか。そこで土浦市教育委員会文化生涯課にヒ
アリングをしたところ、「統合は考えていない」とのことであった。つまり市の方針として
は今後とも両施設ともに使用していく方向であると考えられる。 
・公民館 
将来的な人口減少を見込み、長期的には集約化や複合化等を検討している。 
 
 施設が一斉に老朽化を迎える中、用途が類似した 2施設(市民会館・亀城プラザ)が近隣
にあること、かつ市民会館は大規模工事を行い、亀城プラザも老朽化を迎えることから統
廃合の余地がある。 
市は公民館の集約化を検討しているが、公民館の稼働率が低いのは上大津公民館であ

り、今後人口が増加すると言われているおおつ野地区に位置するため、課題だとは捉えて
いない。 
生涯学習施設で集約化の検討が必要になるのは図 3 の赤丸で囲まれた 3つの施設である。
その 3 つの施設とは図 4の 3つ。比較的 3 つとも用途が似ているにもかかわらず、分布を
見ると密集していることがわかる。生涯学習館と一中地区公民館は他の生涯学習施設より
も稼働率が大きいが、勤労青少年ホームに関しては、稼働率が小さく、供給過多の状態に
あると言える。また、生涯学習館と勤労青少年ホームは老朽化が進み、改修の点で財政が
圧迫されている。 近接立地と稼働率の点を合わせると、統廃合の余地がある。 
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表 1-6-1 生涯学習施設（一部）の稼働率と築年数 

 
 
 
 
 
 

1-6-2 保健・福祉施設 
 保険・福祉施設とは保険福祉施設が 3 施設、社会福祉施設が 2 施設、高齢福祉施設が 6
施設、障害福祉施設が 3施設の計 14 施設から成る。 老人センター「湖畔荘」や療育支援
センター、保健センター新治分室は築後 30 年以上が経過し、老朽化が進んでいる。 老人
サービスセンター「ながみね」「つわぶき」では利用者が減少している。 
 市の方針は、老人サー老朽化に対する適正な改修・更新を行う。 老人サービスセンタ
ーについては、民営化または事業廃止等も含めた検討を進め、効率的な 運営を図る。 保
険施設は、今後の少子化、人口減少の進行を考慮し、効率的な維持管理・運営を行ってい
く。 
 

 
図 1-6-1（左）老人福祉センター「うらら」の利用者数の推移 
図 1-6-2（右）高齢福祉施設「つわぶき」の利用者数の推移 
 
 老人福祉センター「湖畔荘」は大規模改修が必要であるが、予算案がおりないため大規模
改修ができないでいる。 公共施設の利用者が減少することにより収入が減り、サービスの
質を維持するために財政投資を増やす必要が現われると、今後財政を圧迫する懸念がある。  

 

1-6-3 住宅施設 

施設名 稼働率 築年数 
一中地区公民館 42.1%(H26) 25年 
生涯学習館 37.5%(H26) 45年 

勤労青少年ホーム 22.9%(H30) 47年 
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 現在市内に 11 施設整備されており、主として都和地区と市中央部～南部に配置されて
いる。多くの住宅は駅から離れた位置に立地しているが、バス路線は付近を通っており平
均して時間当たり 2、3 本の頻度を保っている。 11 施設中 7 施設において築 30 年以上経
過しており老朽化が著しい。 
 市の方針は、募集停止している住戸の除却を進めるとともに、老朽化が進んでいる住棟
については安全性の確保や効率的な施設の改修・更新を図る。 管理運営について、指定
管理者制度等の民間活力導入を検討している。 
 老朽化した施設の対応として、具体的には更新或いは大規模な改修、除却といった手法
が取られる。 
 更新或いは大規模改修の場合、住人の生活環境の改善や安全性の向上が期待できる一
方、膨大な費用が掛かり財政を圧迫させる懸念がある。H31 の土浦市の一般会計予算（表
1）から試算すると、現存全ての住宅を更新した場合の年間当たりの損失は 227,059（千
円）となる。 
表 1-6-2 H30土浦市一般会計予算 
 

  
除却の場合、費用は更新や改修に比べ安価である一方、現住宅は入居率が高い上、申込

者が待機している状況であるため容易に供給量を減少することができない。また、公営住
宅は災害時には一時使用として提供するケースも想定されるため、公営住宅ストックの削
減には慎重を要する。 

 

1-6-4 子育て支援施設 
 子育て支援施設には、保育所 8施設、幼稚園 2施設、児童館等 5施設、児童クラブ 17
施設が含まれる。 
 ＜保育所＞ 
・公立保育所における空き状況の減少 
保育士の新規雇用を行っておらず、保育士の減少とともに受け入れ者数を減らしている。 
・保育施設全体の入所児童数増加 
幼稚園廃止による影響で保育所の入所者は増えており、5年で 300 人増加している。 

市営住宅費用 予算（千円） 
需要量 70,760 
委託料 23,501 

使用料及び賃借費 15,536 
（改修工事等更新費） α 

年間合計 109,797+α 

市営住宅利益 予算（千円） 
使用料（繰越分含） 172,746 
駐車場使用料（〃） 7,487 

交付金 10,035 
（公営住宅整備費債） 52,900 

年間合計 243,168 
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・施設の耐震補強 
東崎保育所駅前分園を除いたすべての公立保育所で耐震補強の工事が完了している。 
・施設の老朽化 
築 40 年以上経過する新生保育所、荒川沖保育所は老朽化している。 
・保育士の仕事の複雑化 
障害や食物アレルギーを持つ児童が増加したことにより仕事は複雑化し、保育士が不足し
ている。 

 

図 1-6-3 公立保育所の入所児の推移（人） 
 
 市の方針は、公立保育所民間活力導入実施計画によって保育所の民間活力導入が図られ
ている。新川、竹ノ入、都和の保育所の民間への委託が完了し、桜川、新生、東崎保育所
も民間委託が予定されている。老朽化した施設については、子供の使う場所を中心として
部分的な改修が行われている。 
 
 課題として、子供や職員の安全性を確保するために、老朽化した施設の安全性を確保する
必要がある。さらに、保育士不足や保育所全体の入所児童数の増加により、待機児童が生ま
れる可能性がある。新川保育所は民設民営方式で民間委託されたため、残った建物の活用方
法の検討が必要である。 

1 施設当たりの支出額は公立・私立であまり差異はないものの、公立に対しては国・県か
らの補助がないため、入所児童 1 人当たりの市の負担額は、公立が私立を約 5 万円上回っ
ている。よって公立保育所の財源不足から改修が遅れている。保育士の育成も必要となる。
また、ベテラン保育士については民間移行における異動をスムーズに行うことが必要とな
る。 
 
＜幼稚園＞ 
施設の老朽化が指摘される。土浦幼稚園では築年数が 40 年を超えている。市の方針は、

「土浦市立幼稚園の再編計画」に基づき、R3 末までに全園廃止が決定されている。 
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 課題として、公私では負担する費用に大きな違いがあり、公立保育所がなくなることで
所得の低い家庭の子が幼稚園に通えなくなる可能性がある。私立幼稚園への入園の際は所
得に応じて補助金が出るものの、私立幼稚園の費用は高い。公立幼稚園廃止後の建物の活
用方法について検討する必要がある。 
 
 

 
図 1-6-4 公立及び私立幼稚園の学習費総額 

 
＜児童館、児童クラブ＞ 
・施設の老朽化 
 新治児童館は、築後 40 年以上を経過している。 
・三中、五中地区には児童館、及び子育て交流サロンがない。 
・児童クラブは小学校の校舎内に建てられ、学校と一対一で建てられている。 
  
 課題として、五中地区では特に新興住宅地のおおつ野、三中地区では荒川沖駅の周辺にお
ける年少人口が高いことから児童館やそれに相当する子供が気軽に遊べる場所が必要であ
る。児童クラブは小学校の統廃合に伴い、移設や廃止の検討を行う必要がある。 
 

1-6-5 学校教育施設 
 学校教育施設とは、小学校が 16 校、中学校が 7校、義務教育学校が 1校ある。多くの
施設が築 30 年以上経過していて老朽化が著しい。安全性の確保や効率的な施設の改修・
更新が必要である。また、児童数・生徒数ともに減少している。統廃合が進んでいる現状
もあげられる。平成 26年 3月 31 日に宍塚小学校が閉校となり、同年 4月 1 日付で土浦小
学校と統合になった。 また、平成 30 年 3 月 31 日に藤沢小学校・斗利出小学校・山ノ荘
小学校・新治中学校が閉校になり、同年 4月 1 日付で旧新治中学校の敷地に新治学園義務
教育学校が開校した。 さらに、菅谷小学校と上大津西小学校が平成 31 年 3月の市議会定
例会にて統廃合に影響する条例が改正され、暫定統合が正式に決定した。 2020年 4 月に
統合予定である。 
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 課題として、廃校になった小学校の利用・老朽化している施設の更新・適切学級数での
統廃合ができない箇所の 3 点が挙げられる。 
 例えば、宍塚小学校跡地では、転用・貸与・売却など地域住民と土浦市公共施設跡地利
活用方針策定委員会にて話し合いがなされているが、未だ方針が定まっていない。 公共
施設として利用する場合、財政難のため実現が難しい。 一方で、市街化調整区域で厳し
い規制がかかっているため住宅地としての売却も難しい。 周辺には 1級農地が広がって
いるが、農地への転用は費用対効果が悪いからあまり考えられない。 地域の避難所にな
っているため簡単に売却することもできない。 敷地内の建築物は耐震基準を満たしてい
るものの、管理ができていないため、早急に方針を策定することが課題である 
 老朽化については、学校教育施設の半数が改修後 30 年経過していて、更新が今後課題
となってくる。 

統廃合においては、上大津西小学校・菅谷小学校校の 2 校は 2020 年 4 月に合併予定で
あるが、この 2 校が合併しても土浦市が定めた適正学級数を満たさない。 神立小学校も
含める場合は校区が JR の線路を超えてしまってしぶい通学が大変になってしまう。 一方
で、上大津東小学校も適正学級数を満たしていないが、上大津東小学校を含めると校区が
大きくなりすぎてしまう。 また、上大津東小学校の校区には、人口増加が予定されてい
るおおつ野地区が含まれているため、将来適正学級数を上回ってしまう可能性がある。  

 平成 25 年に適正配置計画を策定した際、直前の平成 24 年度に適正学級数を満たさなく
なった都和南小学校が統廃合の対象に含まれていないことは課題である。 また、平成 28年
度に新たに右籾小学校が適正学級数を満たさなくなったため、これらの 2 校でも統廃合を
検討する必要がある。令和 3 年度から県立の中学校が土浦第一高校に併設されるため、私
立中学に通う生徒がさらに少なることが考えられる。 

図 1-6-5 H30 小学校学級数 
 

1-6-6 行政施設 
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 行政施設は、庁舎等が 8 施設、その他行政施設が 19 施設ある。そのうち築 30 年以上経
過している施設が 16 施設ある。 また、耐震改修未実施の施設割合が 35.3％と、ほかの施
設に比べても高い割合である。さらに、平成 21 年度[、上大津支所の年間窓口取扱件数は
5,550 件と、他の支所と比べて段違いに利用率が低かった。そのため、年間窓口取扱 1 件
当たりコストも上大津支所だけが段違いに高い。 
公共施設の跡地に関しては、旧市役所本庁舎、旧中央出張所、旧高津庁舎、旧新治庁舎、

旧宍塚小学校、旧消防本部庁舎の 6 施設を対象として、平成 27 年に「公共施設跡地利活用
方針」が策定され、転用・貸付・売却など大まかな方向性が示された。 しかし 4 年経った
現在も、新たな給食センターの建設用地として決定した旧新治庁舎を除いた 5 施設は具体
的な方向性が示されていない。  
 課題として、3つ挙げられる。まず、行政施設を利用する市民の安全を保てないといえ
る。ほかの施設と同様、行政施設も老朽化が進んでいる。 また、耐震改修が行われてい
ない施設の割合も高い。 そのため、災害時を想定すると、行政施設を利用する市民の安
全を保てないという懸念がある。 さらに、災害時には行政施設が拠点となって対応する
と考えられるが、上記の状況を踏まえるとそもそも行政施設が災害に耐え切れない可能性
がある。 
 2つ目は、必要度の低い行政コストの増大が挙げられる。上大津支所の利用率の低さ
は、平成 28 年 8 月時点でも引き続き問題となっている。 厳しい財政状況の中では、この
ようなニーズが低い施設への投資は削減するのが合理的である。しかし、上大津支所がな
くなると、おおつ野地区に支所・出張所が 1 つも存在しない状況が生まれてしまう。 お
おつ野地区から市役所本庁舎までのアクセスを考えると、現在土浦駅と協同病院を結ぶ関
鉄バスが運行されているが、1 時間に 1 本程度であり、良好とはいえない。 上大津支所の
廃止は、市民サービスに悪影響を及ぼす恐れがある。また、おおつ野地区は人口の増加が
見込まれている地域である。 おおつ野ヒルズからは離れているものの、今後の動き次第
ではニーズが高まる可能性も否定できない。 
 そして、放置された公共施設跡地による住環境の悪化が挙げられる。上述したように、
公共施設跡地のうち旧新治庁舎以外は具体的な方向性が示されずに放置されている。 厳
しい土地利用規制によって買い手がなかなか見つからず、また公共施設跡地は市民全体の
貴重な財産であるという認識がある[12]ため、方針決定の際には慎重にならざるを得ない
ことなどが背景にある。しかし、誰も利用しない施設が長期間存在することで、治安が悪
化したり、地震などで倒壊する危険性があったりと、良好な住環境を損なう可能性が高
い。 
 

1-6-7 消防施設 
 消防施設とは、 大きく消防署等、分団車庫を指し、消防活動の拠点として消防署 4 施
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設、分署 1 施設が設置されている。 分団車庫は 38 施設設置されているが、うち 18 施設
は旧新治村にある。 
 課題は 5 点あげられる。まず、荒川沖消防署、神立消防署、新治消防署、南分署は築後
30 年を超えており、荒川沖消防署と神立消防署は平成 24 年に改修工事を行っている。  
 新治消防署、南分署や分団車庫の老朽化対応と施設の安全性確保が必要となる。 
 
 
 
 
 

図 1-6-6 消防施設の改修後年数 
 2つ目は、設備の老朽化である。更新の基準などはないが、東京都の救急車では 10 キロ
以上走行した 4～5 年時点で更新をしているとの情報がある。 
特に分団の消防車は老朽化が進んでおり、20 年以上使用している車両が 14 台あり、最も
古い車両は 1991 年製で 28 年使用していることになる。 
 3つ目は、人口増加地域における消防空白である。立地適正化計画では、「今後都市機能
を誘導するおおつ野地区の近隣に消防施設が存在せず、 火災時等の初期対応に遅れが生
じる可能性がある」と述べられている。消防年報によると平成 30 年中の土浦市の現場到
着所要時間は 8.3分で、平成 29 年中の茨城県平均の 9.3 分や全国平均の 8.6 分を下回って
いる。 しかし、この結果は現場到着が早い消防署と遅い消防署があり、担当区域の広い
新治消防署・土浦消防署・神立消防署では、全国平均を上回っている。 二次医療圏は土
浦市・かすみがうら市・石岡市の 3 市で行っており、要請があった場合、基本的にこの範
囲の救急車両がくる。 神立消防署はかすみがうら市との境界にあるが、広域連携の観点
からみると、かすみがうら市の消防署は神立駅付近にはないため、必要な施設であるとい
える。 
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図 1-6-7 各消防署からの現場到着時間の分布 
 

 4つ目は、分団車庫の立地の偏りである。分団車庫の多くが新治地区に集中しており、立
地に偏りが見られる。 今後の人口分布や立地適正化計画による人口誘導、各施設の老朽度
を考慮した訂正配置の検討が必要である。消防団の立地に偏りがあるため、消防団がない地
域でも結成する意思が見られた場合は、分団車庫や設備の新設も検討するべきである。 

 5つ目は、消防団の人員確保である。消防団は 5 方面隊 38 分団ある。 団員は定員 629
人中 520 人。 年齢構成では 31～40 歳がもっと多く 50％を占め、次に多いのは 41～50歳
で 27％である。 消防団員はここ 14 年間すべての期間で定員を満たせてない。また、団員
数も下のグラフからもわかるように減少傾向にある。 全国的にも消防団の構成人数が低
下している。 今後、いかに消防団に加入してくれる人を維持・増加されるのかが課題で
ある。 

図 1-6-8 消防団の定員数と団員数の推移 
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1-6-8 交通施設 
 交通施設は、 駐車場が 6か所、駐輪場が 8 か所。 このうち、駐車場 4か所、駐輪場 7
か所は、土浦駅周辺にある。  駅西や駅東の駐車場は、それぞれ 500 台、1200 台の収容
台数があるが、両者とも、ほかの類似施設と比べて利用率が低く、特に駅東は 20％と低さ
が目立つ。 土浦駅に近い駐輪場（西口第 1・西口地下・東口第 4）は利用率が高い一方、
ほかの駐輪場は利用率が低くなっており、利用率に偏りが見られる。また、土浦市の人口
減少に伴い、駐輪場・駐車場の利用者は減少傾向にある。 

図 1-6-9 駅西駐輪場の利用率        図 1-6-10 駅東駐輪場の利用率 
  
課題としては、利用率の低さ・偏りによって運営が非効率になっている懸念がある。利

用者・利用率の減少が今後予測される中、利用率が低い駐車場・駐輪場を運営し続けるこ
とは、コスト面で非効率になっていく可能性がある。利用率がさらに低くなった駐輪場・
駐車場の統合・廃止によって、運営費・維持管理費を削減し、運営を効率化できる可能性
がある。 

 

1-6-9 広場・公園施設 
 広場、公園施設には、運動広場 7 施設、都市公園 12 施設が含まれる。H24 市民アンケ
ートによると、土浦市のすべての地区において公園設備に関する満足度は 40％を下回って
いる。また、北部地区においては公園までの距離と公園の広さや設備に対して満足度が
30％前後と非常に低い満足度となっている。清掃やごみ処理などを外部委託し、その費用
が維持管理費の大半を占めているケースや、常駐職員を配置し、人件費が発生している公
園などもある。 
 課題は 3 つ挙げられる。まず、北部地区の公園に対する満足度の改善がいえる。運動公
園が設置されていないことが満足度の低さの原因なのではないだろうか。この地区は工場
地域であることから住民も少なく公園需要もほかの地域より少ない。よって今までは整備
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されてこなかったが、今後おおつ野の人口動態を注視しながら検討していく必要がある。 
 2つ目は、費用の削減である。各公園の維持管理費を再検討し、老朽化した設備の再整
備費用などの捻出をする必要がある。 
 3つ目は、官民協働の維持管理である。土浦市公園里親制度の適応された地域における公
園の維持管理については、現在活動団体を増やしている段階であることから今後の動向を
注視していく必要がある。 
 

1-6-10 インフラ施設 
 インフラ施設を道路・橋梁、上下水道、民間管理インフラの大きく 3 つに分けられる。

まず道路・橋梁は、一般道路が延長 1,515.087km、面積 7,228,524 ㎡、自転車歩行者道が
延長 182.771km、面積 495、462 ㎡である。 橋りょうは、延長 4,602.80ｍ、面積 35,521 
㎡である。 
道路・橋梁の将来的な老朽化は避けられない。土浦市の場合、10～20 年後には 50 年を超え
る橋梁が急激に増加し、今後更新時期（架替え時期）が集中することが予想される。経費に
ついては、過去 5 年間の道路・橋梁における平均投資的経費は、道路が 22.5億円、橋梁 0.3
億円（H25・26 は経費なし）となっている。 
 今後、維持管理していくために必要と想定される改修・更新費は、  
道路が年平均で 23.5 億円で、上記 5 年間平均の投資的経費 22.5 億円に対して 1.04 倍 
と予測される。また、橋りょうが年平均で 3.4 億円で、最近 5 年間平均の投資的経費 0.3 
億円に対して 11.33 倍と予測されている。 
 課題としては、限られた財産の中で維持管理を行う費用の確保が挙げられる。人口減少に
よって税収の減少が予想されるなか、限られた財産の中で維持管理を行う費用の確保を行
う必要がある。なるべく橋梁・道路総数を維持するためには、計画的、効率的、効果的な管
理の仕組みを確立する必要がある。 
  
 上水道関連施設は、配水場 4 施設、上水道管が含まれる。なお河川や湖から取水して浄
化した各配水場に送る浄水場は 2施設あり、共に茨城県企業局が管理している。 
 下水道関連施設は、ポンプ場 10 施設、農業集落排水施設が 9施設、排水路浄化施設が 2
施設、下水道管が含まれる。なおポンプ場等から送られてきた汚水を浄化して河川や湖に
放出する霞ケ浦浄化センターは、茨城県流域下水道事務所が管理している。 
 課題は 3 つ挙げられる。まず、厳しい財政状況だといえる。浦駅や神立駅周辺の市街地
の上下水道管は高度成長期に整備されており多くは更新期を迎え、維持管理費及び更新費
の増大が見込まれる。H28 公共施設等管理計画によると、上下水道を今後 40 年間維持管
理していくために必要と想定される改修・更新費は、上水道では年平均で 21.1 億円、最近
5 年間平均の投資的経費 7。4億円に対して 2.85 倍、 下水道では年平均で 22.8億円、最
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近 5年間平均の投資的経費 12.7 億円に対して 1.79 倍と試算されており（H26 時点）、手
法の見直しや設備の長寿命化等の対策が求められる。 
表 1-6-3 上下水道の更新費試算 

 40年間更新費…① ①÷40（年間） H22-26 平均投資的経費 
上水道 845.1 億円 21.1 億円 7.4億円 
下水道 911.6 億円 22.8 億円 12.7 億円 

 
 二つ目は、施設縮小の困難性である。現段階では既にネットワーク化された施設を面的
に縮減していくことは当面困難であり、老朽化や人口減少等に伴う利用やニーズの変化を
見込んだ適切な運用が必要とされる。 
三つ目は、市街化区域外の下水道新規整備の是非である。H29 土浦市立地適正化計画よ

り公共下水道の整備状況と今後の整備予定地域を参照すると、図 1-6-11のように市街化区
域外にも今後下水道の整備を進める計画であることが読み取れるが、上記の課題を踏まえ
ると、計画の妥当性に慎重な検討が求められる。  

 

図 1-6-11 下水道新規整備計画 
 
 民間管理インフラとは、土浦市公共施設等総合管理計画には記載されていない、①電気
②ガス③情報通信の 3つと定義する。 3 つとも民間事業者が整備・管理しており、土浦市
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が財政的負担を負わないという特徴がある。 3つの管理主体・特記事項については以下の
通りである。  
 
・電気 
東京電力が管理している。  
・ガス 
東部ガス（都市ガス）、民間のプロパンガス会社が管理している。 
・情報通信 
  NTTと土浦ケーブルテレビが整備・管理している。 
  土浦市全域で優先または無線によるインターネットサービスが利用可能である一方
で、未だにケーブルテレビの未整備地区が存在している。 

 課題は大きく 2つ挙げられる。まず、市が十分把握しきれていないといえる。回の調査
において、土浦市に民間が管理しているインフラについて問い合わせを行った。すると、そ
もそも担当課が曖昧な上、「市としては、協議の場で事業者に働きかけているのではと思う」
など、あまり正確な情報を持ち得ていないように感じた。 

しかし、管理は民間事業者が行っているとはいえ、市民にとっては大切なライフラインで
ある。一方で、民間事業者は採算をとる必要があるため、採算性に乏しい場所については整
備を躊躇することも考えられる。ましてマスタープランに災害を想定した文言が組み込ま
れている以上、民間事業者と情報を交換し、もっと状況を把握することも大切なのではと考
える。 

 二つ目は、ケーブルテレビの未整備地域についてである。今回の問い合わせで、ケーブ
ルテレビの未整備地域は現在も存在していることが明らかになった。 平成 25 年に市全域
でインターネットサービスが利用可能となったことで、ケーブルテレビ視聴のニーズは低
下しているとはいえ、地域による情報基盤に差があることは確かである。 このような、
居住地域によって享受できるインフラに差が出てしまうという状況は、決して好ましいも
のではないと考える。 
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第 2 章 基本構想・分野別構想 

2-1 基本構想 
近年、日本全国的な傾向として、少子高齢化による人口減少が進んでいる。この傾向は土浦
市においても例外ではない。さらに土浦市では、自然動態による少子高齢化だけでなく東京
やつくば市との位置関係による人口流出も著しく、市外への転出超過という社会動態によ
る生産年齢人口の減少も懸念されている。少子高齢化及び生産年齢人口の減少による財政
圧迫は土浦市の発展を妨げ、公共サービスの質の低下によりさらなる人口流出を招く恐れ
があり、将来的なリスクをはらんでいる。 
私たちは土浦市のマスタープラン策定に際し、市外への転出超過という社会動態に着目し
た。 

2-1-1 目標将来像 
土浦市の現状と、今後顕在化してくると予想される社会問題を踏まえ土浦市の目標将来像
を「市内循環都市―世代にわたって住みよく暮らす―」とする。 
住みやすさを形成し、市外への転出超過を抑え、U ターンの機会を設けることで人口減少を
抑制する。 
住みやすさを形成するために「育・住・職・遊・交通」の 5つの分野でアプローチを行い、
市内全体に機能を行き渡らせ、多世代にわたって暮らせる土浦市を目指す。 
 

2-2 分野別構想 

2-2-1「育」 
住みやすさを形成する上で女性の社会進出や地域コミュニティの希薄化といった社会的背
景を踏まえ、働く親への子育て支援の充実や多世代コミュニティの形成を図る。 
南部・中央地区に偏っている子育てサービスを今後、需要が見込める北部・おおつの地区に
おいてもサービスを創造することで多世代にわたる市内循環を目指す。 
 

2-2-2「住」 
中心市街地の災害リスクの高さや、犯罪率が高く治安が悪いといった土浦市の現状を踏ま
え、防災・防犯対策を行うことで、安心して暮らせる住環境を提供する。 
主に、住宅が多く存在する北部・おおつ野・南部において、災害時の避難所の確保や防犯ソ
フト対策を行う。安心して暮らせる住環境を提供することで、市民の定住化を図り多世代に
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わたって暮らせる土浦市を目指す。 
 

2-2-3「職」 
若い世代が職を求め市外へ転出することで生産年齢人口が減少しているという土浦市の現
状を踏まえ、土浦市だからこそできる「職」の環境を提供する。 
主に、都市機能が集約されている中央地区と農業が盛んな新治地区において、それぞれの特
色を生かした土浦らしい「職」の提供により、市外への転出抑制、U ターンの機会創出など
の効果を期待し、土浦市内での世代循環を目指す。 
 

2-2-4「遊」 
市内広域に存在する自然環境や観光資源を活かし、土浦市ならではの遊べる場所を提供す
ることで、周辺都市との差別化を図る。 
主に、霞ケ浦に隣接した広大な公園を持つ南部地区とサイクリスト向けの観光資源「りんり
んロード」が通る新治地区において、遊べる場所を提供する。 
観光資源を活かした街づくりによる周辺都市からの人口の流入や地域に根ざした公園によ
る魅力的だから持続的な多世代に愛される憩いの場によって世代の循環を目指す。 
 
 
 

2-2-5「交通」 
モータリゼーションが進み、公共交通の利便性が低下する土浦交通の現状を踏まえ、渋滞解
消、公共交通の利便性向上を目指す。モビリティの拠点を作り、自動車を誘導することで公
共交通と自動車を連携させる土浦らしい交通を提供する。広域に広がる土浦市の人口分布
にサービスを行き渡らせるべく、循環の基盤となるような交通を目指す。 
 

 

  



 
74 |  
 

第 3 章 地区別構想 

3-1 中央地区 

3-1-1 コンセプト 
 土浦駅を中心とした中央地区では、市の活性化により賑わいを創出する。今では廃れて

しまった商店街の改善とそれに伴う交通整備により、中心地として適した環境を目指す。 

3-1-2 提案 

 3-1-2-1 チャレンジショップ 

 プロジェクトに至った背景 
平成 30 年度の土浦市では、中心市街地に 69 軒の空き店舗を抱えており、特に「モ

ール 505」は深刻なシャッター街化が進行している。しかし、モール 505 のレトロチッ
クな空間と、近辺に立地する平成 29 年度開館の「新図書館」及び関東最大の古書店「土
浦古書倶楽部」は、本に関連する施設として大きなポテンシャルを持つ。このポテンシ
ャルを最大限活かし、中心市街地の空洞化を解消するために、モール 505 に古書店街
を形成する。本に触れ、ページをめくり、未知の世界との出会いを探すという古書店固
有のフィジカルな購買形態は、高度情報化社会による身体性を伴わない購買形態との
差別化を図り、大きな価値を保持し続ける。また、古書店は体験を提供する場であるが
故に、古書を取り巻く空間は大きな役割を担うが、モール 505 固有のノスタルジック
な雰囲気は古書に強くマッチし、日光が当たりにくいデメリットは本が焼けないメリ
ットに転換する。 

 
 プロジェクト内容 
 モール 505 を古書店街にする手段として以下のプロジェクトを実施する。 
【チャレンジショップ】 

チャレンジショップとは、開業希望者に対し開業支援によるお試し開業を提供することで
終了後の独立出店による空き店舗減少を図る事業である。本事業では、専門分野別に古書
店開業者を募集、選定することで多世代対応と集積の利益を図る。開業支援は、モール
505 の 1階空き店舗での小規模ブースの提供、家賃の 2/3援助及び、土浦古書倶楽部によ
る経営セミナーとし、契約期間 6ヶ月（更新限度 5 回）とする。なお売上の 10%をロイヤ
リティとして回収する。独立の際には、「土浦市中心市街地開業支援事業」の利用により
モール 505 の空き店舗への独立を促す。（※現状では対象者要件を満たさないので改定が
必要） 
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【新図書館との連携事業】 
＜としょかんのこしょてん＞ 
新図書館内に古書店ブースを設け、月ごとに各店舗が入れ替わりながら、自店の紹介

を兼ねたお勧め本の貸し出しを行うことで、古書店の敷居を下げる。 
＜古書の通帳サービス＞ 
平成 30 年から新図書館で実施されている「本の通帳サービス（乳幼児から高校生ま

でが読んだ本の履歴を銀行の通帳のような手帳に記録できるサービス）」と連携し、チ
ャレンジショップにも記帳機を導入することで、古本を買った際にも記帳できるよう
にし、若者の来店を促す。 

 
【連携イベント】  
古書と新図書館で蔵書として活用できなかった寄贈本を販売する古本市と土浦カレ

ーフェスティバルを組み合わせたイベントをモール 505 前の広場で実施することで交
流の場としての再建を図る。 

 

 3-1-2-2 トランジットモール・バスターミナル 

 プロジェクトに至った背景 
現在の土浦市では、利用者減少から生じる公共交通の負の循環が大きな課題として

挙げられる。この課題によって、自動車の利用者増加による渋滞の発生や交通網の縮小
を起因とした交通弱者の増加といった諸課題に派生している。しかし、現在の土浦市の
自動車利用率は非常に高く、自動車利用を無視することはできない。よって、自動車と
公共交通の連携がとれた交通網を目指すことで、交通全体の利便性を上げ、市内全域に
交通サービスを供給できるような市内循環の基盤を形成する。 

 
 プロジェクト内容 

 自動車と公共交通の連携を実現するために以下の三つのアプローチに対応したプロ
ジェクトを実施する。 
＜自動車と公共交通を結ぶ新たな拠点の整備＞ 
＜自動車の誘導＞ 
＜拠点間の公共交通機関の魅力向上＞ 
【パーク＆バスライド】 

バスターミナルという新たな拠点を設け、バスを集約することで稼働率をあげ、バスの定
時性を確保する。また、低価格の駐車場を設けることで、自動車での利用をしやすくす
る。市街地環状道路沿い 2 箇所にバスターミナルと駐車場を建設（図 3・図 4）し、朝夕
の通勤時間帯にバス専用レーンを設ける。 
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【トランジットモール】 
土浦駅西口駅前のエリア（図 5）内で朝夕の通勤時間帯に自家用車の利用を規制する。

これにより、中心市街地への自動車利用を抑制する。 

 
【つちうら定期券】 

 
バスとターミナル駐車場の利用料金を定額化した定期券を作成する（表 1）。また、この定
期を提示することで提携店での買物割引を受けることができる。 

図 3 バスターミナル設置図 

図 5 交通規制範囲 

表 1 各定期券の対応サービスと料金 

図 4 バスターミナルのパノラマ 
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 3-1-2-3 避難所認定 

 プロジェクトに至った背景 
  現在、土浦市の指定する避難所は 28 か所あり、受け入れられる避難者数はおよそ

12,944 人である。一方で、茨城県南部直下地震が発生した際に予想される避難所生活
者数はおよそ 43,000 人であり、現避難所のキャパシティを大きく上回っている。 

 
 プロジェクト内容 
  避難所のキャパシティ問題対策として、土浦市の「避難場所」のうちで屋内避難が可
能な場所およびキャパシティが大きく非難の受け入れが可能であると考えられる「土
浦市市民会館」「茨城県県南生涯学習センター」をはじめ、高校や利用可能と考えられ
る施設を避難所化し、かつ避難所においてプライバシーが確保される環境を整える事
業を提案する。 

 

3-2 南部地区 

3-2-1 コンセプト 
 荒川沖駅や霞ヶ浦総合公園などの拠点がある南部地区は、主要道路や高速道路が通っ

ており、交通結節点として役目を果たす。東京都やつくば市などに近いことから、ベッドタ
ウンとしての住みやすさ、市外からの魅力的な玄関口を目指す。 

3-2-2 提案 

 3-2-2-1 霞ヶ浦総合公園 

 プロジェクトに至った背景 
「平成 27 年度土浦市市民満足度調査」における「“土浦ならでは”のもので、まだ生しき
れてないと思うものは?」という質問に対して、「霞ヶ浦」が 16.8%で一位、「霞ヶ浦総合
公園」が 5.4％で五位となっており、市民も霞ヶ浦、霞ヶ浦総合公園に対し、多種多様な
公園設備や美しい景観などのポテンシャルはあると考えているが、現状それらを生かせて
おらず、施策を行う必要があると考えた。また、平成 30 年度において、土浦市の霞ヶ浦
総合公園整備事業費は 1億 3758 万円となっており、公園の維持・管理費、運営費等のコ
ストは小さいとは言えない。また、これに伴い、市の財政がさらに悪化することも想定さ
れ、将来の公園管理の不透明性が問題だと考えた。 
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 プロジェクト内容 

今回の事業では、公募設置管理制度（Park-PFI）を活用する。Park-PFI とは、平成
29 年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用者の利便
性向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその
周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一
体的に行う者を、公募により選定する制度である 
プロジェクトの具体的な内容としては、「保育園の建設」・「駐輪場の建設」・「カフェ

の誘致」を行う（図 2）。「カフェの誘致」においては、現在、霞ヶ浦総合公園にレスト
ハウスはあるが、軽食を取れて憩える場が少ない。そこで、Park-PFI 制度を活用し、
カフェを誘致し、平日も休日も市民が憩える場を提供する。「保育園の建設」において
は、老朽化した霞ヶ丘保育園の建て替え場所として提案する。これまで法的に可能でな
かった保育園の建設を Park-PFI 制度を利用することで行う。公園内に保育園を設置す
ることにより、子どもが自然の中で遊ぶことができ、親同士の交流の場や多世代コミュ
ニティの形成を促すことが期待できる。「駐輪場の建設」に関しては、150 台規模の駐
輪場を建設し、りんりんロードを利用するサイクリストのカフェの利用や現在園内に
ある入浴施設「霞浦の湯(かほのゆ)」の利用を促す。 

 

3-3 北部地区 

3-3-1 コンセプト 
 新しく整備されている神立駅を中心とした北部地区は工業地帯であり、発展を続ける

産業の地区として市の財政を支える。 

図 2 施設配置のイメージ図 
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3-3-2 提案 

 3-3-2-1 防犯ソフト対策 

 プロジェクトに至った背景 
  刑法犯総数が茨城県で一位である土浦市において防犯対策は重要な課題となってい                         
る。循環都市を目指すうえで住みやすさは一つの重要な要素であり、防犯の課題改善は
欠かすことができない。 

 
 プロジェクト内容 
  犯罪が起こりやすい、大通りから外れた住宅街における防犯対策である『一戸一灯運
動』。一戸一灯運動とは、地域の方々が連携し、夜間、自宅の門灯を一晩中点灯するこ
とで、夜間の犯罪発生を予防する環境をつくる運動である。 

 

 

3-4 おおつ野地区 

3-4-1 コンセプト 
 土浦協同病院を一つの拠点とするおおつ野地区では、医療・福祉の拠点として市を支え

る。ニュータウンも存在することから、充実した子育て環境の提供やコミュニティ構築を目
指す。 

3-4-2 提案 

 3-4-2-1 土浦協同病院と連携した病児保育・多世代コミュニティ 

  おおつ野地区のプロジェクトとして『土浦協同病院と連携した病児保育・多世代コミ
ュニティを提案する。 

 
 プロジェクトに至った背景 

まず土浦市の課題・現状を考えた。数多く挙げられた中で、私たちのコンセプトで
ある循環都市を考えたところ、 

  ・病児保育がない 



 
80 |  
 

  ・コミュニティ施設が南部地区、中央地区に集中している 
 ・子育て環境が偏っている 
これらの課題の改善を目指すことにした。課題を踏まえたうえで地区の特徴を考えた 

ところ、病院が移転され、ニュータウンがあることで需要のあるおおつ野地区でプロ 
ジェクトを行うことに決めた。 
 

プロジェクト内容 
  土浦協同病院の既存スペース（2 階講堂スペース）を保育スペースとして確保し、平
日は病児保育として、休日は多世代コミュニティ施設として利用する。 
病児保育 平日 9 時～19時 定員 10 人 

年会費 1000 円 一日 3000 円 
インターネットで予約 

多世代コミュニティ施設 休日 10時～17 時 
季節ごとのイベント、高齢者との交流を活かした囲碁大
会、中学生を誘致した勉強会などを実施。 
 
呼び込み方 
 病児保育の会員案内とともにホームページで案内。 
 保育園、幼稚園の保護者説明会や小児科利用者にチラ 
 シ配布。 
 保護者の病院利用時の預かりとしても利用。 

  

3-5 新治地区 

3-5-1 コンセプト 
  りんりんロードも通っている自然あふれる新治地区は、観光や癒しの拠点とする。 

3-5-2 提案 

 3-5-2-1 農地バンク 

 プロジェクトに至った背景 
  現在、全国的にも、農業従事者の高齢化が進み、後継者不足が問題視されている。土浦
しにおいても例外ではなく、特に新治地区には農地が多い。新治地区の農地活性化を期待し
て、農業の担い手不足を解消し、職業を通じて人とモノが世代を超え地域に根差しことで土
浦の活性化を促す。 
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農地中間管理事業のメリット措置[1]といった動きに合わせ、耕作放棄地の整備を行い農地利
用ができるようにする。 
 

 プロジェクト内容 
1。特に耕作放棄地の多い新治地区の農業従事者の土地を、農地バンクに登録するよう説明
する：通知・連絡に費用はかからないと仮定 
2。農地整備： 
新治地区の畑の面積：耕作放棄地 151ha(土浦市の耕作放棄地の面積の 9 割を畑が占める
という仮定) 

 3-5-2-2 りんりんロード 

 プロジェクトに至った背景 
  現在、土浦市の観光客の多くは土浦花火大会やキララ祭りを目的に訪れていて、イベ
ント依存型の観光といえる。また、日帰り観光客もとても多いのが現状で、約 90％を
占めている。そして、土浦市は観光基本計画でサイクルツーリズムの推進を掲げていて、
実際に市内におけるレンタサイクル貸出台数は右上がりに増えている。そこで、日帰り
サイクルツーリスト者の経済効果上昇を目指す。 

 プロジェクト内容 
  現状のりんりんロードは道中に地域を味わえる店がなく、駅跡もただの休憩空間と
なっているため『駅跡にインスタバ映えは地域密着型移動販売車を』を提案する。駅跡
に地域の農産物を使ったメニューを販売する移動販売車を誘致することによって、サ
イクリング中の味気ないコンビニ飯が地域を楽しめる食事となる。また、メニューの見
た目を可愛らしくすることで、評判となり利用者も増えると考えられる。また、季節感
のある花を周囲に置くことで、桜しか見ごたえのない道でもほかの季節の花を感じる
ことができる。 
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第 4 章 提案を支える評価分析 

4-1 チャレンジショップの評価分析 

4-1-1 費用 
費用；2,300,000（円）（モール 505 一階の隣接した空き店舗 3 軒に 7 店舗がチャレンジ

ショップをとして開業し、すべての開業者が契約限度 3 年を満たした場合） 

4-1-2 効果 
チャレンジショップ終了後の独立開業による空き店舗減少やチャレンジショップ卒業者

が経験者として新たな開業者を支援する開業循環の形成などの効果が期待できる。また、本
に関連する既存ストックを最大限活用することで、商業の域に留まらない、本を介した人と
空間の面的な広がりを獲得し、中心市街地の求心力を取り戻す。また、日帰り型や通過型の
観光客の割合が高く、消費単価額が小さいという土浦市の観光の課題に対して、体験と滞在
を伴う古書店を集積させることで、土浦市の観光機能の強化にも寄与する。 

 

4-2 土浦駅東口周辺のトランジットモール化の評価分析 

4-2-1 費用 
トランジットモールの事業費用として、道路の舗装や整備に約 2000万円かかる。 

4-2-2 効果 
トランジットモール化を行うことで、土浦駅周辺の自動車を抑制し、バスターミナルへと

誘導する。また、自動車を抑制し、公共交通利用者や歩行者数を増加させることで、駅前の

賑わいを創出し、駅周辺市街地の活性化という効果を期待す

る。 

4-3 パーク＆バスライドの評価分析 

4-3-1 費用 
パーク＆バスライドを実施するにあたって駐車場を隣接したバスターミナルを建設する。 

バスターミナルの建設にあたって、今回の提案では土浦市の広域にわたる人口分布や都市
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機能を考慮し、市街地環状道路沿いに 2 か所設置する。 
バスターミナルの規模は約 1500 ㎡で駐車場は 2000 ㎡とする。 
バスターミナル兼駐車場の事業費はさいたま市のバスターミナル建設費用を参考に約 10億
円とし 2か所設置するため 20 億円とする。 

4-3-2 効果 
バスターミナルを建設した際の効果としてはバス路線を集約しモビリティの拠点を作る

ことで、市民のバス利便性の向上を図る。 
表 2 施策前後の分析結果比較 

収入は 1億 8 千万円（ターミナル・駐車場・定期券使用料）である。 
効果は JICA-STRADAと CUE モデルで検証を行ったところ、公共交通の利用者が 1。8 倍
に増え（表 2）、4億円の収入増加につながる。この経済効果により、バスの路線増加や渋滞
緩和など、波及的に多くの効果が見込め、交通全体に好循環が生まれる。 

4-4 土浦定期券の評価分析 

4-4-1 費用 
公共交通と駐車場利用料金を定額化し土浦定期券のシステムを導入する事業費として、

初期投資含め約 2億円とする。 

4-4-2 効果 
トランジットモール化で自動車を抑制し、バスターミナルの建設でモビリティの拠点を

作ることで公共交通の利用者を増加させ、得られた収益で公共交通の利便性を向上させる
という好循環を生み出す。土浦定期券は公共交通をより便利にするだけでなく、市民にとっ
て、公共交通を利用することへのインセンティブを与える。また、公共交通および駐車場利
用料金を低額化し土浦定期券で一度利益を回収することで、年間約 9000 万円の収入を得る
ことができる。 
 

4-5 避難所認定の評価分析 

4-5-1 費用   
避難場所を避難所にすると、新たな設備が必要となる。高校や生涯学習センター、市民会
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館はエアコンが設置されているため新たに必要ではないが、既存建築はないため必要して
いる。土浦市の報告では、エアコン、暖房機が整備されているのは指定避難場所 41 か所の
うち 0 か所だった。約 10 坪でエアコン 1 台 60～70 万かかるため 38施設それぞれ最低 1台
不足しているとしても最低でも 2、280 万以上かかる。 
毛布、ベッドの確保も必要となる。防災用毛布は通信販売サイトの Amazon で 10枚 24、

000 円、エアーマットは通信販売サイトの BBnet で 20 枚 36,000 円だった。この費用を基
準として考える。指定避難所のデータによると毛布 29 施設、ベッドは 0 施設に完備されて
いる。さらに高校と避難場所ではない茨城県県南学習センターと土浦市民会館にも配布す
るとして、不足分の 20 施設に毛布を配布、48施設にエアーマットを配布する。 
また、新たな避難所のキャパシティにおいて 27,393 人避難すると仮定する。これは 2019

年 12 月現在の避難所、避難場所と茨城県県南生涯学習センター、市民会館における収容人
数である。これを新たな避難場所数で割ると一施設当たり 548 人として、毛布は
2400*548*20＝2630 万円、エアーマットは 1800*548*48＝4734 万円であり計 7364 万円と
なる。 
よって、空調設備の配置、最低限の滞在用品にかかる費用は最低でも 9644 万円となる。 

4-5-2 効果 
キャパシティの効果 
 避難所を増やした場合の避難所分布が図 2 のようになる。赤い数字が、増加した避難

所受け入れ人数となる。これにより、避難所受け入れ人数は 14,449 人増加し、市全体で合
計 27、393 人となる。例えば土浦駅南西の地域では、常総学院高等学校や土浦日本大学高
等学校の避難所化により、大きく避難受け入れ可能者数が増加している。 
プライバシー保護の効果 
 プライバシー保護の効果はスフィア基準に基づき算定する。本文の基本行動の欄に、

「影響を受けた世帯は、基本的な家庭活動を行うための適切な居住スペースを有している」
と記されており、「居住者とその家族の「財産を守るため、必要最低限である屋根と四方の
壁を提供し、身体的安全、尊厳、プライバシーおよび天候からの保護を得られるよう取り計
らう」「最適な照明条件、換気、温度の快適さを提供する」と続いている。 
これは四方の壁と屋根がある避難所にエアコンを配置して解決できると仮定する。 
また、安全、健康的でかつ良質な睡眠をとるための十分な量と適切な質の物資を所有して

いる基準として、一人当たり最低毛布 1 枚とベッドが挙げられている。これを支給し、滞在
に適した環境が提供できるとする。 
 

4-6 霞ヶ浦総合公園の Park-PFI 制度導入による評価分析 
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4-6-1 費用 
霞ヶ浦総合公園の年間事業費は、平成 29 年 1 億 2155 万円、平成 30 年 1 億 2620 万円、

平成 31 年 1億 3759 万円であり、本プロジェクト実施時の事業費を 1億 4000 万円とする。 

4-6-2 効果 
公募管理設置制度 Park-PFI を利用し、霞ヶ浦総合公園事業費の 9 割分の施設を特定公園

施設と指定する。公園内の民間施設の収益と国の補助金である社会資本整備総合交付金の
活用により、年間事業費は 8300 万円となり、5700 万円の削減となる。（特定公園施設の公
的資金の 1 割以上を民間が負担し、その残りの 5 割が社会資本整備総合交付金の対象であ
るため。） 
また、上記の市の財政負担の軽減以外にも公園利用者のメリットとして、飲食店、売店な
どの施設が充実することで高い質のサービスが受けられることや老朽化し質が低下した施
設の更新が期待できることで、公園の利便性、快適性、安全性が高まることが挙げられ
る。それに加え、緑豊かな空間を活用して自らが設置する収益施設に整合した広場などを
一体的にデザイン、整備できることで、収益の向上にもつながる質の高い空間を創出でき
ること 
も期待される。 

4-7 防犯ソフト対策の評価分析 

4-7-1 費用 
 一か月の電気使用料金は 60 円程度（一般的な 15 ワットの蛍光灯 1 個を 1 日 6 時間ほ

ど転倒した場合）。18 時から翌日 8 時まで点灯していたとしても、一か月 150 円程度であ
る。（住民負担）チラシ代は 36、542 戸*10 円＝365,420 円（市負担） 

4-7-2 効果 
夜間の通りを明るくすることで、地域住民が安心して歩くことができる。犯罪者が恐れて

いるものは住民の視線であり、街を明るくすることで、犯罪者は見られることを恐れるとと
もに防犯意識の高まりを感じ、その地域に近づきにくくなる。一戸の小さな灯かりが地域の
大きな安心感に変わるのです。 

4-8 土浦協同病院と連携した病児保育・多世代コミュニティ

の評価分析 
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4-8-1 費用 
経費 
 [病児保育] 
看護師（常勤）450 万円+保育士（パート 2人）580 万円+消耗品 30 万円 
＝10,600,000円 
[多世代コミュニティ] 
1000円*120 日＝120、000 円 

収入 
 [病児保育] 
 4770 人（土浦市 0～4歳人口）*0.6*1000+353 万円＝6,392,000 円 
 [多世代コミュニティ] 
 10 人*200 円*120 円＝240,000 
 
 [病児保育] 
 10、600,000-6,392,000＝4,208,000 円の赤字 
 [多世代コミュニティ] 
 240,000-120,000＝120,000 円の黒字 

4-8-2 効果 
 病児保育については、病院と連携することで専門知識を必要とする病児保育の人件費 
削減につながり、もともとのアクセスの良さも活かせる。赤字による経営困難が全国で 
目立つ病児保育において、有効的に費用削減を行うことができる。 
 多世代コミュニティ施設については、病院と連携することで窮屈なイメージのある病 
院に若者の活気を与え、多世代交流を容易に図ることができる。平日のコミュニティ施 
設が多い中、休日のコミュニティ施設の提供が必要となっている。地域間の繋がりを強化 
することで防犯対策にもなる。 
 おおつ野地区の特徴である病院を活かしたこのプロジェクトで働く親への子育て環境 
を提供し、コミュニティを構築することで多世代にわたる循環都市を目指す。 
 

4-9 農地バンクの評価分析 

4-9-1 費用 
農地整備費用は農林水産省の農地整備課及び埼玉県の先行事例[2][3]を参考にした。 

1haあたり 2 千万円として 30.2 億円 
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工期は 7年 
負担割合は 10％（他：62.5％国 27.5％県）で土浦市の負担は 3億 200 万円となる。 

4-9-2 効果 
便益として、耕作放棄地から新たに得られる所得を想定する。 

耕地面積 1～2ha の農家の所得の都道府県平均が 1719 千円である[4]から 10a/115 千円所
得が得られる。 
経営費も圧縮される。 2/3 と仮定すると、耕地が 1～2ha の農家の都道府県平均は 10a で
243 千円のため年間約 81千円/10aの便益が期待できる。 
併せて年間 196 千円/10aとなる。これを 151ha に適用する。 
よって年間で 2 億 9600 万円の便益が得られる。 
費用効果便益は工期を 7年とすると、一年で 4億 6 千万円の費用がかかる。 
社会的割引率を 4％、供用期間を 50 年とすると B/C は 1.52＞1 であり、実施の妥当性が
認められる。また総便益が総費用を上回るのは竣工後 18 年である。（事業開始より 25
年） 

 

 
図 4-1 
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4-10 りんりんロードの評価分析 

4-10-1 費用 
移動販売車の開業資金として約 300 万円とする。また、1日あたりの雑費を 7000 円とす

る。 

4-10-2 効果 
つくば・霞ヶ浦りんりんロードの年間利用者数は平成 30 年度で約 8。1 万人であり目標

人数は約 10 万人である。このうち半数の 5万人が土浦区間を利用すると仮定し藤沢休憩所
に移動販売車を誘致することで年間約 8万人が土浦区間を地用するようになると想定する。 
式；（1 個当たりの利益）×（年間購入者数）÷（年間土日数）＝（1 日の利益） 
上記の式で計算すると 1日当たり 28,500 円の利益が得られ、開業資金等を差し引いた 1日
の純利益は 21,500 とする。年間の利益としては 223,6000 円であり、開業資金は約 1 年半
で回収できる。 
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第 5 章 結論 
 
 本マスタープランでは「育」「職」「住」「遊」「交通」を軸に、土浦市内で世代が循環する 
世代を超えて住みやすい街づくりをおこなう。 
土浦市に生まれ、育ち、社会に出て、家庭を持ち、次の世代へとつながる、この尊い世代の
循環を永く続けられる街を目指す。市外への転出を抑え、一度離れてもまた戻ってきたくな
るような街にするために、下記の分野施策を実施し、住みやすさを形成する。 
 
分野 主要施策 実施地区 
育 病児保育 

多世代コミュニティ 
北部・おおつ野 
中央・南部 

住 避難所認定 
防犯ソフト対策 

北部・おおつ野 
南部 

職 チャレンジショップ 
農地バンク 

中央 
新治 

遊 霞ヶ浦総合公園 
りんりんロード 

南部 
新治 

交通 駅前トランジットモール 
パーク&バスライド 
土浦交通定額化 

 
市内全域 

 
「市内循環都市～世代にわたって住みよく暮らす～」 
をコンセプトに土浦市内で世代が循環する街を目指していく。 
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